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Ⅰ. はじめに 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（以下

「FIT法」という。）第３条第７項及び第 12項、第４条第２項並びに第５条第４

項の規定に基づき、平成 31年度以降の調達価格及び調達期間（以下「調達価格

等」という。）、価格目標、入札対象区分等並びに入札実施指針について、以下

のとおり、調達価格等算定委員会の意見を取りまとめた。 

我が国では、平成 30 年７月に閣議決定されたエネルギー基本計画において、

初めて再生可能エネルギーを主力電源化していく方向性が掲げられた。この方

向性を実現するためには、再エネコストを他の電源と比較して競争力ある水準

まで低減させ、FIT 制度からの自立化を図っていくことが必要である。しかしな

がら、現在、我が国の再エネコストは海外と比べても高い状況にあり、FIT制度

における買取費用総額は既に 3.1兆円にまで増大している。世界では技術革新

などによって低コストでの再生可能エネルギーの導入が進展している中で、世

界の状況を日本においても実現し、再生可能エネルギーの円滑な大量導入を推

進していくことが求められている。 

今年度の本委員会では、こうした国内外の動向を踏まえて、コスト低減の加

速化をより一層強化する方策について、再エネ電源を「急速なコストダウンが

見込まれる電源」と「地域との共生を図りつつ緩やかに自立化に向かう電源」

に切り分けた上で、それぞれの性質に沿った適切な方法でコスト低減を促すと

いう視点から検討を行った。 

また、再生可能エネルギーを主力電源化していくためには、長期安定的な電

源とするための事業規律の強化や、系統制約の克服をはじめとした事業環境の

整備を進めることも重要である。系統制約の克服については、他の審議会で検

討がなされ、「日本版コネクト＆マネージ」の具体化が進められているところで

あるが、こうした取組についての適切なフォローアップを継続するとともに、

今後、再生可能エネルギーの大量導入時代に適応した次世代型のネットワーク

へと転換していくため、必要な系統への投資が行われることが重要である。 

本意見が再生可能エネルギーの主力電源化の後押しとなることを期待すると

ともに、電力需要家や関係事業者、国民各層の理解が広く得られた形で、事業

環境の整備を含めた再生可能エネルギーの導入促進が図られることを望む。 

経済産業大臣におかれては、本意見を聴いて価格目標を設定するとともに、

本意見を尊重して平成 31年度以降の調達価格等の決定、入札対象区分等の指定

及び入札実施指針の策定を行うことを求める。また、パブリックコメント等を

実施した結果として、本意見の内容と異なる決定をするときは、事前に本委員

会の意見を聴くように求める。 

本委員会として、どのような考え方で意見集約に至ったかを明らかにするこ
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とで、再エネ発電事業者の事業の予見可能性を向上させるため、以下、意見集

約に当たって、本委員会として合意した考え方を記す。 



 

5 

Ⅱ.分野横断的事項 

1．今年度の検討のフレームワーク 

 今年度の委員会では、第５次エネルギー基本計画において 2030 年に向けて

再生可能エネルギーを主力電源化していく方向性が示されたことを踏まえ、

コスト低減の加速化をより一層強化する方策を検討した。 

 また、昨年度の委員会では、 

 各電源について、国際水準を目指し、コスト低減に向けたさらなる取組

の強化を図ること 

 リードタイムの長い電源については、国際情勢や導入量等を踏まえて、

改めて向こう３年間の価格を検討すること 

をフレームワークとして検討を行ったが、今年度の委員会では、昨年度のフ

レームワークを踏襲しつつ、併せて直近の動向も踏まえた検討を行った。 

 今年度の検討に当たっては、第５次エネルギー基本計画で整理した電源の考

え方に基づき、①急速なコストダウンが見込まれる電源（太陽光発電・風力

発電・バイオマス発電（大規模一般木材等及びバイオマス液体燃料））と②

地域との共生を図りつつ緩やかに自立化に向かう電源（地熱発電・中小水力

発電・バイオマス発電（大規模一般木材等及びバイオマス液体燃料以外））

のそれぞれに対して、国内外のコスト動向を見極めつつ、電源の性質に沿っ

た適切な方法でコスト低減を促すという視点を全体のフレームワークとし

た（参考１）。 

【参考１】今年度の検討のフレームワーク 
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2．複数年度価格設定の考え方 

 FIT法第３条第２項においては、事業者の予見可能性を高めるため、予め複

数年度の調達価格等の設定を行うことができるとされている。 

 この規定に基づき、住宅用太陽光発電については、設置期間は短いものの、

効率的な水準のシステム費用を目標とし、段階的にトップランナー的なアプ

ローチで調達価格を引き下げ、コスト低減を促していく観点から、2019年

度までの複数年度価格設定を行っている。また、風力発電・地熱発電・中小

水力発電・バイオマス発電（一般木材等及びバイオマス液体燃料以外）につ

いては、地元調整や関係法令の手続等に要する期間を勘案しつつ、事業者が

事業化の決定を行ってから FIT認定を取得するまでの期間を基準として、

2020年度まで（一般海域の海域利用ルールの適用を受けない着床式洋上風

力発電は 2019 年度まで）の複数年度価格設定を行っている。 

 こうした中、FIT 法においては、「政府は、この法律の施行後平成 33年３月

31日まで（注：2020年度末まで）の間に、この法律の施行の状況等を勘案

し、この法律の抜本的な見直しを行うものとする」（附則第２条第３項）と

されている。このため、FIT法抜本見直し後の制度との整合性に配慮すると

いう観点や、制度の複雑化を防ぐという観点から、今年度の委員会では 2021

年度以降の取扱いは決定しないという考え方もあり得る。 

 しかしながら、少なくとも「地域との共生を図りつつ緩やかに自立化に向か

う電源」（地熱発電・中小水力発電・バイオマス発電（大規模一般木材等及

びバイオマス液体燃料以外））については、 

 中長期的な FIT制度からの自立化が求められるものの、向こう３年間で

急速なコスト構造の変化が見通せないこと 

 リードタイムが長い中で、特に地熱発電や中小水力発電については、本

委員会での業界団体ヒアリングにおいて、複数年度価格設定を維持する

よう業界団体からの要望があったことや、エネルギーミックスの達成に

向けて導入スピードを加速化させていく必要があることを踏まえると、

事業者の予見可能性に配慮する必要性が高いこと 

に鑑み、今年度の委員会において 2021年度の取扱いを原則決定することと

した。 

（※）住宅用太陽光発電及び風力発電の考え方は分野別事項を参照。 
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Ⅲ.分野別事項 

1．太陽光発電 

（1） 現状と価格目標 

① 現状 

 太陽光発電については、エネルギーミックス（6,400万 kW）の水準に対

して、FIT制度開始前の導入量と 2018年 3月末時点の FIT 認定量を合わ

せたものは 7,580 万 kW、導入量は 4,450 万 kW となっている。FIT 認定

量と導入量のいずれについても 10kW以上 50kW未満の案件が多く、事業

用太陽光発電の全件数に占める割合は 95％程度となっている。（参考２） 

【参考２】太陽光発電の FIT認定量と導入量 

 最新の調達価格は、住宅用太陽光発電の 2019 年度の調達価格が 24 円

/kWh、事業用太陽光発電（10kW 以上 2,000kW 未満）の 2018 年度の調達

価格が 18 円/kWh であり、事業用太陽光発電（2,000kW 以上）は入札対

象範囲となっている。日本の調達価格及び入札の加重平均落札価格は、

海外と比べて高い。（参考３） 
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【参考３】太陽光発電(2,000kW)の各国の価格 

 発電事業者・メーカー等の努力やイノベーションによるコスト低減を促

すため、2017 年４月の FIT 法改正に伴って、FIT 法第３条第 12 項に基

づき価格目標を設定しており、同法第３条第４項においては、調達価格

の設定に当たって価格目標を勘案することとされている。 

 現在、以下の価格目標を掲げているところであるが、今年度の委員会で

は、国内外の状況を踏まえつつ、価格目標の前倒しについて検討を行っ

た。 

 事業用太陽光発電については、「2020年に発電コスト 14円/kWh」及

び「2030 年に発電コスト７円/kWh（※）」とすること 

 住宅用太陽光発電については、「2019 年に売電価格を家庭用電力料

金並み」及び「できるだけ早期に売電価格を卸電力市場価格並み」

とすること 

（※）なお、発電コストは資金調達コストを念頭に置いた割引率（３％）

を付加したもの。2018 年度時点の調達価格が想定する適正な利潤

（IRR＝５％）とは異なる。発電コスト（割引率３％）７円/kWh

を調達価格（割引率５％）に換算すると、8.5円/kWh に相当する。 
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② 事業用太陽光発電の価格目標 

１）直近のコスト動向 

 世界では、直近の 10年間で太陽光発電のコストが大幅に低下しており、

既に平均的な案件の発電コストが10円/kWh程度の水準となっている（参

考４）。 

【参考４】世界の事業用太陽光発電のコスト動向 

 日本でも FIT 制度導入開始以降、パネル価格の低減などにより、システ

ム費用（パネル・パワコン・工事費など）は低下傾向（６年間で▲13.5

万円/kW（▲32％））にある（参考５）が、世界と比べるとまだ高い。価

格目標を達成するためには、次の水準までシステム費用を低減させる必

要がある。 

 発電コスト 14円/kWh ＝ システム費用 20万円/kW 

 発電コスト ７円/kWh ＝ システム費用 10万円/kW 
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【参考５】日本の事業用太陽光発電のコスト動向（システム費用の平均値の推移） 

 こうした中で、民間調査機関のデータによると、日本の太陽光発電の発

電コストは 2025年に 6.2円/kWh、2030年に 5.1円/kWh 程度まで低減す

ることが見通されている。また、別の民間調査機関のデータによると、

日本の大規模太陽光発電の発電コストは、2025 年に 6.4 円/kWh、2030

年に 5.3円/kWh程度まで低減することが見通されている。（参考６） 

【参考６】民間調査機関による太陽光発電のコスト見通し 

 また、事業用太陽光発電については、定期報告データの提出があった事

業者（296,026 件）のうち、535 件（全体の 0.2%）が 10 円/kWh 未満で

事業を実施できており、全体に占める割合は増加傾向にある。10円/kWh

未満の事業者は、モジュール、PCS・架台等、工事費が平均的な案件の

半額程度となっている。設備利用率は平均的な案件より４割程度高く、

21.0%程度となっている。（参考７） 
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【参考７】10円/kWh未満で太陽光発電事業を実施できている例 

２）まとめ 

 第５次エネルギー基本計画において再生可能エネルギーの主力電源化

が掲げられ、他の電源と比較して競争力ある水準までのコスト低減と

FIT制度からの自立化を目指していく中で、「急速なコストダウンが見込

まれる電源」である太陽光発電については、コストダウンの更なる加速

化が必要である。 

 事業用太陽光発電については、世界で急速なコストダウンが実現してい

るだけでなく、現状ではコストが高い日本においても、2025年頃には現

行の目標を下回る将来のコスト見通しが複数の民間調査機関から示さ

れている。また、これまでに導入された案件でも 10 円/kWh 未満で事業

を実施できている事業者が一定程度存在し、その割合は増加傾向にある。

こうした中で、発電事業者・メーカー等の努力やイノベーションによる

コスト低減を促すという価格目標の趣旨を踏まえると、意欲的な水準の

目標を設定する必要がある。 

 以上の点を踏まえ、「2030 年発電コスト７円/kWh」という価格目標を５

年前倒したうえで、「2025 年に運転開始する案件の平均的な発電コスト

で７円/kWh」を目指すことを明確化することとした。この場合、現在の

FIT 制度では、調達価格等が決定される認定時から運転開始までの期間

として最大で運転開始期限の３年間を要することに留意する必要があ

る。（参考８） 
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【参考８】事業用太陽光発電の価格目標のイメージ 

③ 住宅用太陽光発電の価格目標 

１）直近のコスト動向 

 住宅用太陽光発電についても、パネル価格の低減などにより、事業用太

陽光発電とほぼ同様のスピードでシステム費用は低下する傾向（６年間

で▲12.4 万円/kW（▲27％））にある（参考９）。価格目標を達成するた

めには、次の水準までシステム費用を低減させる必要がある。 

 売電価格が家庭用電気料金並み ＝ システム費用 30万円/kW 

 売電価格が卸電力市場価格並み ＝ システム費用 20万円/kW 

【参考９】日本の住宅用太陽光発電のコスト動向（システム費用の平均値の推移） 

 こうした中で、民間調査機関のデータによると、住宅用太陽光発電の発

電コストは、2025 年に 8.0 円/kWh、2030 年に 5.4 円/kWh 程度まで低減

することが見通されている（参考 10）。 
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【参考 10】民間調査機関による太陽光発電のコスト見通し 

 また、2019 年度の住宅用太陽光発電の調達価格等の設定に当たっては、

想定値としてシステム費用の上位 25％水準を採用しているが、定期報告

データを分析すると、2018年に設置された新築案件の上位 25％水準は

26.73万円/kWとなり、はじめて 30万円/kWを下回った。また、市場で

は既に20万円/kW台前半のシステム費用で取引されている事例も見られ

る。（参考 11） 

【参考 11】低コストで住宅用太陽光発電を実施できている例 

２）まとめ 

 住宅用太陽光発電についても、事業用太陽光発電と同様のスピードでコ

ストダウンが進んでおり、現行の目標を下回る将来のコスト見通しが民
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間調査機関から示されている。また、直近のコストデータや市場の状況

を踏まえると、「2019 年に売電価格が家庭用電気料金並み」という目標

は達成されつつあり、「売電価格が卸電力市場価格並み」という目標の

実現を目指すフェーズに入りつつある。 

 以上の点を踏まえ、「売電価格が卸電力市場価格並み」という価格目標

を達成する年限を事業用太陽光発電のコスト低減スピードに合わせて

2025年と設定したうえで、「2025年に運転開始する平均的な案件で売電

価格が卸電力市場価格並み」を目指すことを明確化することとした（※）。

この場合、現在の FIT制度では、調達価格等が決定される認定時から運

転開始までの期間として最大で運転開始期限の１年間を要することに

留意する必要がある。（参考 12） 

（※）現在の住宅用太陽光発電の調達価格等の算定においては、調達期

間（10 年間）終了後の自家消費及び売電の便益も見込み、20 年

間の採算性を前提としており、調達期間終了後（11～20年目）の

売電の便益は、再エネ電気の供給が効率的に実施される場合とし

て、2015年の卸電力取引市場価格等を踏まえて 11 円/kWhと設定

されている。こうした中で、この価格目標は、仮に調達期間中（１

～10 年目）の調達価格を現在の卸電力市場価格並みに設定した場

合に、調達期間終了後も含めた設備の稼働期間全体（少なくとも

20年間）にわたって、一定の利潤を見込みつつ投資回収が可能に

なるような水準まで、資本費を中心としてコスト低減を図るとい

う趣旨である。住宅用太陽光発電については、設置者の調達期間

中の経済合理的な選択（自家消費を行うか、余剰売電を行うか）

を変え得るという観点から、調達価格を家庭用電気料金並みに設

定することを目指す意義があるが、今後、FIT 制度の補助を受け

ずに新たに設備を設置していくという観点から、調達価格を卸電

力市場価格並みに設定することを目指す意義がある。 

【参考 12】住宅用太陽光発電の価格目標のイメージ 
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（2） 事業用太陽光発電の入札対象範囲 

① 国内外の状況 

 世界では、大規模電源には入札制度が広く活用されており、かなり小規

模なものまで対象としている国も存在している（参考 13）。こうした中

で、世界の太陽光発電の LCOE と入札制度における落札価格の関係を分

析すると、落札価格の平均値は LCOEの水準より低い傾向となっている。 

【参考 13】世界での入札実施状況 

 また、ドイツでは、現在 750kW以上の太陽光発電に入札制度が導入され

ている（※）。これは、一定以上の競争性により入札の実効性が確保さ

れることを踏まえ、土地規制等の影響により案件が集中している大規模

案件（750kW 以上の案件が約 85％（2015 年設置の容量ベース））をター

ゲットとして、競争を促していくためのものである（参考 14）。 

（※）2015 年より 100kW以上の地上設置型太陽光発電に対して入札制度

を導入しており、その実施結果（入札執行コストの増大等）を踏

まえて、2017年より対象が 750kW以上に限定された。 

  



 

16 

【参考 14】ドイツの地上設置型太陽光発電設備の導入状況（2015 年） 

 日本では、これまで 2,000kW以上の事業用太陽光発電を対象に３回の入

札を実施した。 

 2017 年度には、第１回の入札（募集容量：500MW）を上限価格公表とし

て実施した。29件・490MWが参加を申し込み、23件・388MW が入札参加

資格を得たが、実際の入札件数は９件・141MW であった。その後第２次

保証金を納付して認定に至った案件は、４件・41MW であった。2017 年

度の入札対象範囲外の調達価格（21 円/kWh）に対して 17.20 円/kWh な

どでの落札があり（加重平均落札価格：19.64円/kWh）、一定のコスト低

減効果が見られた。 

 2018 年度上期には、第２回の入札（募集容量：250MW）を上限価格非公

表として実施した。19件・393MWが参加を申し込み、15 件・334MW が入

札参加資格を得たが、実際の入札件数は９件・197MWであった。2018年

度の入札対象範囲外の調達価格（18円/kWh）より低い価格での入札があ

った（最低入札価格：16.47円/kWh）ものの、全ての事業が上限価格（15.50

円/kWh）を上回ったため、落札者はいなかった。第１回の入札に引き続

き、２回連続で実際の入札容量が募集容量を下回る結果となった。（参

考 15） 
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【参考 15】太陽光第１回・第２回の入札結果 

 2018 年度下期には、第３回の入札（募集容量：197MW）を上限価格非公

表として実施した。38件・761MWが参加を申し込み、32 件・637MW が入

札参加資格を得て、実際の入札件数は 16 件・307MW であった。16 件の

うち 13件が上限価格（15.50円/kWh）以下で入札を行い、このうち低い

価格で入札したものから順に募集容量（197MW）に達するまでの７件が

落札した。最高落札価格は 15.45円/kWhとなり、上限価格と同じ価格で

入札した事業者は落札できなかった。最低落札価格 14.25 円/kWh・加重

平均落札価格 15.17 円/kWh となり、コスト低減効果が確認された。（参

考 16） 

【参考 16】太陽光第３回の入札結果 

② 2019年度の入札対象範囲 

 入札制度は、入札容量が募集容量よりも多い状況によって競争性を確保

し、競争によるコスト低減を促すことを想定した制度である。しかしな

がら、第１回及び第２回の入札では、試行的期間として 2,000kW以上を
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入札対象範囲として実施したところ、実際の入札容量が募集容量を下回

る結果となった。 

 価格目標の実現に向けてコスト低減を促すため、原則として競争性が確

保されるまで入札対象を拡大することが重要であるが、具体的な入札対

象範囲については、幅広い規模を入札対象として競争性を確保し、実際

にコスト低減を実現してきた海外の事例も参考としつつ、規模別のコス

ト動向や FIT 認定量及び導入量を踏まえて決定する（※）こととした。 

（※）なお、この考え方は、①導入が大幅に達成されていること、②十

分な FIT対象認定件数を有すること、③コスト低下のポテンシャ

ルが見込まれることといった要素を踏まえて十分な競争環境が

整っているかという観点から入札対象範囲の検討を行った昨年

度までの整理と整合的である。 

１）コスト動向 

 事業用太陽光発電では全ての規模でコスト低減が進んでいるものの、全

設置期間で見ると、10kW以上 100kW未満の規模帯は他の規模帯よりもコ

ストが高く、250kW 以上の規模帯は他の規模帯よりもコストが低い（参

考 17）。加えて、直近に設置された案件で見ると、100kW 以上の規模帯

は他の規模帯よりもコストが低い（参考 18）。こうした点を踏まえると、

100kW 以上を入札対象範囲とすれば、入札による公平なコスト競争が可

能であると考えられる。 

【参考 17】事業用太陽光の規模別のコスト動向（全設置期間） 
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【参考 18】事業用太陽光発電の規模別のコスト動向（直近の設置案件） 

２）FIT認定量及び導入量 

 事業用太陽光発電の規模別の FIT認定量及び導入量を踏まえると、仮に

250kW 以上の規模を入札対象範囲とする場合、ドイツの入札対象範囲の

割合（事業用太陽光発電全体の 85％程度の容量）には届かないものの、

事業用太陽光発電全体の FIT認定量及び導入量（容量）の６～７割程度

の範囲がカバーされることとなる。また、本委員会での業界団体ヒアリ

ングで入札対象範囲の拡大は段階的に行うべきとの指摘があったこと

も踏まえて 500kW以上の規模を入札対象範囲とする場合、事業用太陽光

発電全体の FIT認定量及び導入量（容量）の５～６割程度の範囲がカバ

ーされることとなる。（参考 19） 

 また、FIT 認定量及び導入量（件数）については、例えば 2017年度の認

定件数を見ると、10kW以上全体では５万件超の案件が存在する中で、 

 100kW 以上では、約 1,790件 

 250kW 以上では、約 1,390件 

 500kW 以上では、約 670件 

の案件が存在する（参考 20）。 
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【参考 19】事業用太陽光発電の規模別の FIT認定量及び導入量（容量ベース） 

【参考 20】事業用太陽光発電の規模別の FIT認定量及び導入量（件数ベース） 

３）まとめ 

 以上の点を踏まえつつ、入札に伴う社会的なトータルコスト（事業者の

事務コスト等）の増加も考慮すると、事業用太陽光の 2019 年度の入札

対象範囲は、一定の FIT認定量及び導入量（容量）が存在する中規模の

案件を含めるため、「250kW以上」又は「500kW以上」とすることが考え

られる。 
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 太陽光第３回の入札では、初めて募集容量を超える入札があり、事業者

間の競争によるコスト低減効果が確認された。今後、事業者間の競争を

より一層促していくため、コスト動向等を勘案して競争が可能と考えら

れる範囲で、できるだけ多くの事業者を入札対象とする必要があること

から、将来的には「250kW 以上」やさらに広い範囲を入札対象範囲とす

ることが妥当であると考えられる。 

 他方、入札制移行の影響を見極め、入札対象範囲は急激に変化させるの

ではなく、段階的に拡大していくことも重要であり、将来の入札対象範

囲の更なる拡大を見据えつつ、まずは 2019年度の入札対象範囲を「500kW

以上」とすることとした。 

（3） 事業用太陽光発電 

① システム費用 

 事業用太陽光発電のシステム価格はすべての規模で毎年低下傾向にあ

り、2018 年に設置された 10kW 以上の平均値は 28.6 万円/kW（中央値は

27.4万円/kW）となり、前年より 1.4万円/kW低減（前年比▲4.7％）し

た。平均値の内訳は、太陽光パネルが約 50％、工事費が約 20％となっ

ている。（参考 21） 

 規模別の平均値は、10kW以上 50kW未満で 28.7万円/kW、50kW以上 500kW

未満で 25.5 万円/kW、500kW以上 1,000kW未満で 24.8万円/kW、1,000kW

以上で 27.1万円/kWとなり、２年連続で 50kW以上 500kW未満及び 500kW

以上 1,000kW 未満の平均値が 1,000kW以上の平均値を下回った。 

 2016年頃までは1,000kW以上の案件がシステム費用の低減を牽引してい

たため、昨年度までの委員会では、事業用太陽光発電全体が目指すべき

効率的な費用水準として、1,000kW 以上をトップランナー分析の対象と

して取り扱ってきた。直近では、1,000kW 以上の案件が全体のシステム

費用の低減を牽引しているというよりも、むしろ 50kW 以上全体で足並

みを揃えて価格低減が進んでいる傾向にあり、今後は、この規模群の費

用水準を目指して、事業用太陽光発電全体の価格低減を促していく必要

がある。このため、今後は 50kW 以上をトップランナー分析の対象とし

て取り扱うこととした。 
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【参考 21】事業用太陽光発電のシステム費用の推移とその内訳 

 事業用太陽光発電のシステム費用について、昨年度までの委員会では、

トップランナーに照準を合わせた価格設定による効率化を促すため、最

新年に設置された 1,000kW 以上の上位 25％を採用してきた。2018 年に

設置されたこの水準の費用は 20.55万円/kWとなっており、前年の 22.07

万円/kWより 1.52万円/kW（前年比▲6.9％）低減した。 

 現在設定されている運転開始期限（調達価格等が決定される認定時から

運転開始までの期間）が３年間であることを踏まえ、これまでのトップ

ランナー分析を検証するため、３年前（2015 年）に設置された案件のト

ップランナーの水準が、最新年（2018年）に設置された案件のどの水準

に位置しているか、分析を行った。 

 50kW 以上の 2018 年設置案件のシステム費用の中央値（上位 50％）は

24.47万円/kWであるが、これは 2015年設置案件の上位 18～19％に相当

する。また、2018 年設置案件のシステム費用の上位 45％は 23.71 万円

/kWであるが、これは 2015年設置案件の上位 14～15％に相当する。（参

考 22） 
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【参考 22】事業用太陽光発電のシステム費用のトップランナー分析① 

 トップランナー分析と合わせて、太陽光第３回の入札（＝認定時期が

2018年度となる案件）でも一定程度のコスト低減が確認されている点も

踏まえると、2019年度の調達価格等の想定値として採用すべきシステム

費用の水準として、例えば以下の案が考えられる。 

【案①】上位 15％水準（17.6万円/kW） 

【案②】上位 17.5％水準（18.2万円/kW） 

【案③】上位 20％水準（18.6万円/kW） 

 この中で、改めて３年前（2015年）に設置された案件のトップランナー

の水準が、最新年（2018年）に設置された案件のどの水準に位置してい

るか確認すると、３年前の上位 15％水準は最新年の上位 45％水準程度

（最新年の中央値よりも安価な水準）となり、３年前の上位 20％水準は

最新年の上位 51～52％水準程度（最新年の中央値よりも高価な水準）と

なる（参考 23）。 

【参考 23】事業用太陽光発電のシステム費用のトップランナー分析② 
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 以上のデータを踏まえ、今後のコストダウンの進展を見据えつつ、現時

点でコスト効率的と考えられる案件の費用水準（＝将来の平均的な案件

の費用水準）を基礎に調達価格を設定し、一層のコストダウンを促して

いく観点から、【案②】を採用し、システム費用の 2019 年度の想定値は

18.2万円/kW とすることとした。 

② 土地造成費 

 昨年度の委員会では、2017年に設置した案件の定期報告データを分析し、

10kW 以上全体の平均値が 0.66 万円/kW となっているものの、中央値は

０円/kW となっており、大半の案件は土地造成費を要していないことか

ら、想定値（0.4万円/kW）を据え置いた。 

 今年度も同様に 2018 年に設置した案件の定期報告データを分析した結

果、10kW以上全体の平均値は 0.67万円/kW、中央値は０円/kWとなり（参

考 24）、昨年度から大きな変化はないため、2019年度は想定値を据え置

くこととした。 

【参考 24】事業用太陽光発電の土地造成費 

③ 接続費 

 昨年度の委員会では、2017年に設置した案件の定期報告データを分析し、

1,000kW以上の平均値が 1.23万円/kW、中央値が 0.62万円/kWとなって

おり、想定値（1.35万円/kW）を下回るものの、想定値を据え置いた。 

 今年度も同様に 2018 年に設置した案件の定期報告データを分析した結

果、1,000kW 以上の平均値は 1.27万円/kW、中央値は 0.79 円/kWとなっ

たほか、全体として見れば微減している（参考 25）ものの、大きな変化

とはいえないため、2019年度は想定値を据え置くこととした。 
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【参考 25】事業用太陽光発電の接続費 

④ 運転維持費 

 昨年度の委員会では、直近の期間（2016 年 7 月から 2017 年 9 月の間）

に収集した定期報告データを分析し、10kW 以上全体の平均値は 0.58 万

円/kW/年、中央値は 0.49 万円/kW/年、1,000kW 以上の平均値は 0.63 万

円/kW/年、中央値は 0.57万円/kW/年となっており、想定値（0.5万円/kW/

年）と概ね同水準であることから、想定値を据え置いた。 

 今年度も直近の期間（2017 年 7 月から 2018 年 9 月の間）に収集した定

期報告データを分析した結果、 10kW以上全体の平均値は 0.56万円/kW/

年、中央値は 0.46万円/kW/年、 1,000kW以上の平均値は 0.63万円/kW/

年、中央値は 0.57万円/kW/年となっており（参考 26）、引き続き想定値

（0.5万円/kW/年）と概ね同水準であることから、2019 年度は想定値を

据え置くこととした。 

【参考 26】事業用太陽光発電の運転維持費 
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⑤ 設備利用率 

 事業用太陽光発電の設備利用率について、直近の期間（2017年 6月から

2018 年 5 月の間）の設備利用率は、10kW 以上全体では 14.4％となり、

前年から 0.3％の上昇が見られた。 

 より効率的な事業の実施を促していくため、昨年度の委員会から、シス

テム費用のトップランナー水準と同等の水準として 1,000kW以上の上位

25％の水準を採用している（2018 年度の想定値：17.1％）。直近の期間

のこの水準の設備利用率は 17.4％となっており、前年の 17.1％より

0.3％上昇した。（参考 27） 

 また、過積載の動向について分析したところ、全ての規模で過積載率の

増加が継続しており、50kW 以上全体では、2017 年設置案件で 123%程度

だった過積載率が 2018 年設置案件では 128％程度まで増加した（参考

28）。この過積載率の増加により、同じパワコン出力であっても売電電

力量は約１～２％増加することが見込まれる。 

 こうした点を踏まえ、2019年度の設備利用率の想定値については、シス

テム費用と同様の対象（50kW以上）でトップランナー分析を行い、シス

テム費用と同等の水準（上位 17.5％水準）をトップランナーとして採用

することとした。 

【参考 27】事業用太陽光発電の設備利用率 
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【参考 28】事業用太陽光発電の過積載率の推移 

⑥ 適正な利潤（IRR） 

 調達価格等の設定に当たって想定している適正な利潤（IRR）の水準は、

FIT 制度開始当初に国内外の金利水準や各電源の事業リスクを踏まえて、

区分ごとに設定されたものである。集中的に再エネ電気の利用拡大を図

るため、FIT法の施行の日から３年間（2012年７月１日～2015年６月末）

については、利潤配慮期間として１～２％の IRRが上乗せされ、事業用

太陽光発電の IRR は６％とされていたが、利潤配慮期間の終了により、

2015年７月１日以降の IRRは５％となっている。 

 FIT制度開始当初に現行の IRRを設定した際の資金調達コストは 4.19％

であった。同様のデータで最新（2018年上半期）の資金調達コストを分

析すると、太陽光発電の導入拡大により事業リスクが低下していること

から、1.96～3.11％程度まで低減（制度開始当初から 1.08～2.23％低減）

している（参考 29）。 

【参考 29】事業用太陽光発電の資金調達コスト等の推移 
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 本委員会での業界団体ヒアリングを踏まえると、今後事業リスクが増大

する可能性もあるため、適正な利潤の水準として資金調達コストの低減

の一部を反映させ、IRRの 2019年度の想定値は４％とすることとした。 

⑦ その他 

 入札対象範囲外の事業用太陽光発電の調達価格等の設定に当たっては、

入札対象範囲外の案件が入札対象範囲の案件よりも経済的に有利にな

らないようにする点が重要である。 

 この点を具体化するため、入札対象範囲外の案件の調達価格と入札対象

範囲の案件の上限価格の関係に留意しつつ、入札対象範囲外の調達価格

を低減させる必要があるといった意見が委員からあった。 

（4） 住宅用太陽光発電 

① システム費用 

 住宅用太陽光発電のシステム費用は新築案件・既築案件ともに低減傾向

にある。2018 年に設置された新築案件の平均値は 32.2 万円/kW（中央値

31.2万円/kW）となり、前年より 2.2万円/kW低減（前年比▲6.4％）し

た。平均値の内訳は、太陽光パネルが約 60％、工事費が約 20％となっ

ている。 

 「売電価格が家庭用電気料金並み」という価格目標を達成するためには、

システム費用 30万円/kWの水準が目安となるが、これを平均値で達成す

ることが目前となっている。（参考 30） 

【参考 30】住宅用太陽光発電のシステム費用の推移とその内訳 

 2018年度に設置された新築案件の上位25％を分析すると、26.73万円/kW
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となっており、昨年度の同じ水準（30.56万円/kW）よりも大幅に低下し

た。また、「売電価格が家庭用電気料金並み」という価格目標が新築案

件のほぼ半数で達成されている。（参考 31） 

【参考 31】住宅用太陽光発電のシステム費用のトップランナー分析 

 東京電力・中部電力・関西電力管内以外では、10kW未満でも出力制御対

応機器の設置が求められており、出力制御対応機器の設置義務の有無に

より、異なる調達価格が設けられている。 

 出力制御対応機器の設置義務の有無に分けて 2015 年以降に設置された

案件の定期報告データを分析したところ、設置義務のある案件のシステ

ム費用の平均値は 35.20 万円/kW となり、設置義務のない案件の平均値

（35.72 万円/kW）よりも 0.52 万円/kW 低くなった。特に、2017 年及び

2018年に設置された案件では、設置義務のない事業者のシステム費用が

設置義務のある事業者のシステム費用を上回った。（参考 32） 

【参考 32】出力制御対応機器設置義務の有無とシステム費用 
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 また、例年と同様にメーカー等へのヒアリングを行ったところ、３社中

１社で「出力制御非対応型」のパワコンの販売が終了していたほか、他

の１社については、販売は継続しているものの生産は終了していた。 

 出力制御対応機能の付いたパワコンが市場における標準仕様となって

いると考えられることから、今後住宅用太陽光発電の調達価格等を設定

する際には、出力制御対応機器の設置義務の有無にかかわらず、出力制

御対応機能の付いたパワコンを使用することを想定することとし、同一

の区分として取り扱うこととした。 

② 運転維持費・設備利用率・余剰売電比率 

 運転維持費については、例年どおり、一般社団法人太陽光発電協会への

ヒアリング調査を実施し、コストデータの収集を行った。ヒアリングの

結果、昨年度からの変化はなく、発電量維持や安全性確保の観点から３

～４年ごとに１回程度の定期点検が推奨されており、１回当たりの定期

点検費用の相場は概ね２万円程度であった。また、パワコンについては、

太陽光パネルが 20年間で一度は交換され、出力５kWを想定すると 18.8

万円程度が一般的な相場となり、昨年度（19.6万円）から微減した。１

kW当たりの年間運転維持費に換算すると、約 2,880円/kW/年となり、想

定値（3,000 円/kW/年）とほぼ同水準である。 

 なお、2017 年７月から 2018 年９月の間に報告された定期報告データを

分析すると平均値は約 938円/kW/年であったが、報告の 61％は要した費

用が０円/kW/年だった。得られたデータは FIT 制度開始（2012 年６月）

後に運転開始したものであるところ、点検費用や修繕費用のかかった事

業者の割合は増加する傾向にあるため、今後の費用動向を注視する必要

がある。 

 設備利用率については、2017年 10月から 2018年９月の間に収集したシ

ングル発電案件の平均値は 13.6％であった。気象条件等による上下動が

あり得るため、昨年度の委員会と同様、過去に検討した数値と合わせて

分析すると、昨年度の委員会で検討した案件（2016 年７月から 2017 年

９月の間に収集）の平均値は 13.1％、一昨年度の委員会で検討した案件

（2016年１月から 2016年９月の間に収集）の平均値は 13.4％、３年前

の委員会で検討した案件（2015年１月から 2015年 12月の間に収集）の

平均値は 13.8％となっている。これらと合わせて、過去４年間の平均値

を見ると 13.5％となるため、想定値（13.7％）とほぼ同水準であったが、

引き続き今後の長期的な動向を注視する必要がある。 
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 余剰売電比率については、 2017 年 10 月から 2018 年９月の間に収集し

たシングル発電案件を分析すると、平均値は 71.6％、中央値は 74.7％

であり、想定値（70.0％）とほぼ同水準であった。 

③ 2020年度以降の調達価格等 

 住宅用太陽光発電はシステム費用が昨年度から低減しており、「2019 年

に売電価格が家庭用電気料金並み」という価格目標に相当する水準（シ

ステム費用 30万円/kW）が新築案件の上位 25％のトップランナーで達成

されており、平均値での達成も目前となっている。今後は「2025年に売

電価格が卸電力市場価格並み」という価格目標の達成に向けて調達価格

等の設定を行っていくことが求められる。 

 また、住宅用太陽光発電の導入はＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・

ハウス）の促進の観点からも重要であり、省エネルギー政策との協調に

留意しつつ、総合的な施策を講じていく必要がある。 

 以上の点を踏まえつつ、住宅用太陽光発電の調達価格等の設定に当たっ

ては、リードタイムが短い電源である中で（※）、パネル価格を含めた

システム費用の低減が毎年進展していることに鑑み、2020 年度以降の住

宅用太陽光発電の調達価格等については複数年度価格設定を行わず、当

該年度の開始前までに決定することとした。したがって、2020年度の調

達価格等は、今年度の委員会では決定せず、来年度の委員会で検討する

こととなる。その際には、本委員会での業界団体ヒアリングを踏まえる

と、既築住宅も含めた導入状況への配慮が必要となることに留意すべき

である。 

（※）住宅用太陽光発電については、設置期間は短いものの、効率的な

水準のシステム費用を目標とし、段階的にトップランナー的なア

プローチで調達価格を引き下げ、コスト低減を促していく観点か

ら、複数年度の価格設定を行ってきており、リードタイムが長い

電源として複数年度価格の設定を行っている風力発電・地熱発

電・中小水力発電・バイオマス発電（一般木材等及びバイオマス

液体燃料以外）とは複数年度価格を設定する際の考え方が異なる。 

 なお、委員から、今年度の委員会で 2020年度の調達価格等を決定しな

いことは、2020年度以降に新たに認定される案件について FIT制度の下

での買取りを行わないという趣旨ではないことを確認する旨の意見が

あった。  
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2．風力発電 

（1） 現状と価格目標 

① 現状 

 風力発電については、エネルギーミックス（1,000万 kW）の水準に対し

て、FIT制度開始前の導入量と 2018年３月末時点の FIT 認定量を合わせ

たものは 910 万 kW、導入量は 350 万 kW となっている（参考 33）。洋上

風力発電については、現時点では導入案件は少ないものの、今後の導入

拡大が見込まれる。 

【参考 33】風力発電の FIT認定量と導入量 

 最新の調達価格は、2020年度の陸上風力発電が 18円/kWh、2019年度の

着床式洋上風力発電及び 2020年度の浮体式洋上風力発電が 36円/kWhで

あり、一般海域の海域利用ルールが適用される着床式洋上風力発電につ

いては、ルール開始に合わせて入札制に移行することとなっている。日

本の調達価格は、海外と比べて高い。（参考 34） 
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【参考 34】風力発電(陸上、20,000kW)の各国の価格 

 発電事業者・メーカー等の努力やイノベーションによるコスト低減を促

すため、2017 年４月の FIT 法改正に伴って、FIT 法第３条第 12 項に基

づき価格目標を設定しており、同法第３条第４項においては、調達価格

の設定に当たって価格目標を勘案することとされている。 

 現在、以下の価格目標を掲げているところであるが、今年度の委員会で

は、国内外の状況を踏まえつつ、陸上風力発電及び着床式洋上風力発電

の価格目標の前倒しについて検討を行った。 

 陸上風力発電及び着床式洋上風力発電については、「2030 年に発電

コスト８～９円/kWh（※）」とすること 

 浮体式洋上風力発電については、その導入に向けた環境整備を進め

つつ、FIT制度からの中長期的な自立化を目指すこと 

（※）なお、発電コストは資金調達コストを念頭に置いた割引率（３％）

を付加したもの。2018年度時点の調達価格が想定する適正な利潤

（IRR＝８％）とは異なる。発電コスト（割引率３％）８～９円/kWh

を調達価格（割引率８％）に換算すると、12.1～12.9 円/kWhに相

当する。  
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② 陸上風力発電及び着床式洋上風力発電の価格目標 

１）直近のコスト動向 

 世界では、直近の 10 年間で風力発電のコストが低下しており、既に平

均的な陸上風力発電の発電コストは 10 円/kWh 以下の水準となっている

（参考 35）。 

【参考 35】陸上風力発電の世界のコスト動向 

 また、着床式洋上風力発電についても、欧州では洋上風力の入札価格が

急激に下落している。各国で入札価格が10円/kWh以下の案件が続出し、

ドイツでは市場価格（補助金なし）の案件も登場している。（参考 36） 

【参考 36】欧州各国の洋上風力発電の入札結果 
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 他方で、日本の現在の発電コスト（陸上風力発電のみ）については、定

期報告データ（実績値）に基づいて機械的に LCOEを分析すると、FIT制

度開始以降若干低減しているものの、価格目標である８～９円/kWhの水

準を実現するためには、より一層のコストダウンを図っていく必要があ

る（参考 37）。 

【参考 37】日本の陸上風力発電のコスト動向（実績） 

 こうした中、民間調査機関のデータによると、日本の陸上風力発電の発

電コストは 2030 年に 7.9 円/kWh 程度まで低減することが見通されてい

る（参考 38）。 

【参考 38】民間調査機関による風力発電のコスト見通し 
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 また、陸上風力発電については、定期報告データの提出があった陸上風

力発電事業者（64件）のうち、６件（全体の９％）が 10 円/kWh未満で

事業を実施できている。10 円/kWh 未満の事業者は、風車、風車以外の

設備、工事費がそれぞれ平均的な案件より３～４割程度低い。設備利用

率は平均的な案件よりも２割程度高く、31.9％程度となっている。（参

考 39） 

【参考 39】10円/kWhで風力発電事業を実施できている例 

２）まとめ 

 第５次エネルギー基本計画において再生可能エネルギーの主力電源化

が掲げられ、他の電源と比較して競争力ある水準までのコスト低減と

FIT制度からの自立化を目指していく中で、「急速なコストダウンが見込

まれる電源」である風力発電については、コストダウンの更なる加速化

が必要である。 

 こうした中、世界では、陸上風力発電・着床式洋上風力発電ともに急速

なコストダウンが実現している。日本の平均的な案件の発電コストはま

だ高いが、現時点でも 10 円/kWh 未満で事業を実施できている事業者が

一定程度存在している。また、民間調査機関からは、日本でも 2030 年

頃には８円/kWh 程度まで発電コストが低減する見通しが示されている

が、FIT 制度開始時点から現時点までの平均的な案件のコスト低減スピ

ードでは、2030年の価格目標達成が困難である可能性がある。 

 こうした中、本委員会での業界団体ヒアリングでは、業界団体からも、

陸上風力発電・着床式洋上風力発電ともに、「2030 年発電コスト８～９
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円/kWh」という価格目標の実現を引き続き目指していくと示されたとこ

ろ。 

 以上の点を踏まえ、陸上風力発電及び着床式洋上風力発電の価格目標は、

引き続き「2030年発電コスト８～９円/kWh」という水準を据え置くこと

とし、この目標の実現に向けて、コスト低減の取組をより深掘りしてい

くこととした。この場合、現在の FIT制度では、調達価格等が決定され

る認定時から運転開始までの期間として最大で運転開始期限の４年間

（環境影響評価法に基づく環境アセスメントが必要な場合は８年間）を

要することに留意する必要がある。（参考 40） 

【参考 40】風力発電の価格目標のイメージ 

（2） 陸上風力発電 

 陸上風力発電については、2018年度より、20kW以上の区分と 20kW未満

の区分が統合されている。これは、20kW 未満の案件について、20kW 以

上と同区分でコスト効率的に事業を実施できる案件を FIT制度の対象と

することとしたためである。この趣旨を踏まえ、今年度の委員会では、

陸上風力発電区分の想定値を算定するためのコスト分析は 20kW 以上を

対象として実施した上で、20kW未満については別途分析を行った。 

① 資本費 

 資本費の定期報告データは 86件。平均値は 35.4万円/kW、中央値は 33.5

万円/kW であった。2020 年度の調達価格等の想定値は、7,500kW 以上の

案件の中央値を採用し、28.2 万円/kW を想定している。7,500kW 以上の

案件のみを抽出して分析すると、中央値は 29.6 万円/kW となっており、

2020年度の想定値とほぼ同水準だった。（参考 41） 

 本委員会での業界団体ヒアリングにおいて、大規模化によりコスト低減

が可能との見解が業界団体から示されたことを踏まえ、さらに大規模な

案件の資本費を分析すると、30,000kW以上の案件の 71％が 2020年度の
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調達価格等の想定値（28.2 万円/kW）より低い資本費で事業を実施でき

ていること分かった。なお、30,000kW 以上の案件（７件）の平均値は

28.5万円/kW、中央値は 27.0万円/kWであった。 

【参考 41】陸上風力発電の資本費 

 また、資本費の経年変化について分析したところ、その水準は一進一退

を繰り返しており、今後のコスト動向を注視する必要がある（参考 42）。 

【参考 42】陸上風力発電の資本費の経年変化 

 定期報告データを用いて接続費の分析を行ったところ、20kW以上全体の

平均値は 1.1 万円/kWとなり、想定値（1.0万円/kW）と同水準であった

が、中央値は 0.3 万円/kW となり、想定値を下回った。7,500kW 以上の

案件に限定して分析を行った場合についても、同様の傾向であった（参

考 43）。 
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【参考 43】陸上風力発電の接続費 

 さらに、本委員会での業界団体ヒアリングにおいて、業界団体が示した

アンケート結果の中には、風力発電設備の接続費が引き続き増加傾向に

あるとの声があったため、今年度も昨年度と同様に、電力会社が接続検

討回答を行った際に各発電事業者に提示した費用のデータ（256件）の

分析を行った結果、平均値は 5.5万円/kW、中央値は 1.2 万円/kWであっ

た（参考 44）。20万円/kWを超える著しく高額な案件が全体の平均値を

引き上げていることを勘案して中央値を参照すると、想定値（1.0万円

/kW）と同水準となる。 

 なお、定期報告データ、接続検討回答結果データ、事業者団体が実施し

たアンケートでは、それぞれ対象としている事業の熟度が異なる。熟度

の低い案件には、費用が著しく高額であるため最終的に事業化に至らな

い案件も含まれている可能性がある。 
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【参考 44】電力会社が接続検討回答を行った際に各発電事業者に提示した接続費 

② 運転維持費 

 運転維持費の定期報告データは 334件。平均値は 1.64万円/kW/年、中

央値は 1.35 万円/kW/年であった。2020年度の調達価格等の運転維持費

は、7,500kW 以上の案件の中央値を採用し、0.93万円/kW/年を想定して

いる。7,500kW 以上の案件のみを抽出して分析すると、中央値は 1.11万

円/kW/年となっており、2020年度の想定値とほぼ同水準だった。（参考

45） 

【参考 45】陸上風力発電の運転維持費 

③ 設備利用率 

 昨年度の委員会では、近年の設備利用率の上昇を踏まえ、2020年度の調

達価格等の想定値として、2011年以降に設置された案件の中央値につい

て、過去３年間の平均値を採用し、25.6％とした。 
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 今年度も同様に 2011 年以降に設置された案件の中央値を分析すると、

27.2％となり、昨年度のデータよりも 0.4％上昇した。今年度から過去

３年間の平均値を採用した場合は 26.3％となり、2020 年度の想定値を

上回る。（参考 46） 

【参考 46】陸上風力発電の設備利用率 

④ 2021年度の取扱い 

 FIT 法第３条第２項においては、事業者の予見可能性を高めるため、予

め複数年度の調達価格等の設定を行うことができるとされている。この

規定に基づき、陸上風力発電の調達価格等については、地元調整や関係

法令の手続等に要する期間を勘案しつつ、事業者が事業化の決定を行っ

てから FIT 認定を取得するまでの期間を基準として、３年間の複数年度

価格設定を行ってきた。 

 第５次エネルギー基本計画において再生可能エネルギーの主力電源化

が掲げられる中で、風力発電は「急速なコストダウンが見込まれる電源」

に位置付けられており、実際に世界では入札制の活用を通じてコスト低

減が進展している。日本でも、大規模案件は資本費が低い傾向にあり、

直近に設置された案件を中心に設備利用率の上昇傾向も見られるが、今

後、価格目標の実現に向け、海外の知見を取り入れつつ、さらなるコス

ト低減を実現することが期待されている。 

 このため早期に入札制を導入してコストダウンを加速化させる必要が

あるといった意見もあるが、FIT法においては、「政府は、この法律の施

行後平成 33 年３月 31日まで（注：2020年度末まで）の間に、この法律

の施行の状況等を勘案し、この法律の抜本的な見直しを行うものとする」

（附則第２条第３項）とされている。 
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 今後のコスト動向に大きな変化が見込まれる中で、FIT 法抜本見直し後

の制度との整合性に配慮するという観点や、制度の複雑化を防ぐという

観点から、本委員会での業界団体ヒアリングにおける業界団体からの要

望も踏まえ、今年度の委員会では陸上風力発電の 2021 年度の取扱いを

決定しないこととした。 

⑤ 小型風力発電（20kW未満）のコスト動向（参考） 

 資本費の定期報告データは 599件。平均値は 139万円/kW、中央値は 133

万円/kWであり、昨年度の委員会で検討したデータ（平均値137万円/kW、

中央値 128 万円/kW）から大きな変化はなかった。（2017 年度までの調達

価格等の想定値：125万円/kW） 

 運転維持費の定期報告データは 135件。平均値は 2.5万円/kW/年、中央

値は 2.0万円/kW/年であり、昨年度の委員会で検討したデータ（平均値

2.7 万円/kW/年、中央値 1.8 万円/kW/年）から大きな変化はなかった。

（2017年度までの調達価格等の想定値：0円/kW/年） 

 直近（2017 年 6月から 2018年 5月）の設備利用率を分析すると、平均

値は 11.1％、中央値は 10.0％であり、昨年度の委員会で検討したデー

タ（平均値 9.1％、中央値 7.6％）からやや増加した。昨年度の委員会

では、2015 年以降に運転開始した案件の設備利用率（昨年度時点の中央

値 9.9％）も参照しつつ、実績の設備利用率を想定した場合の調達価格

が高額になる点を確認したことを踏まえると、この設備利用率の増加は、

昨年度の委員会の検討時に想定されていた範囲のものと考えられる。

（2017年度までの調達価格等の想定値：16.7％）（参考 47） 

【参考 47】小型風力発電（20kW未満）のコスト動向 
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⑥ リプレース区分 

 リプレース区分については、現時点までに定期報告データは得られてい

ない。 

 リプレース区分の調達価格等については、資本費は、電源線等の系統設

備は基本的に全て流用可能であることから、同年度の陸上風力発電（新

設）の想定値から接続費を差し引いた値を採用しており、運転維持費及

び設備利用率は、新設の場合と特段別異に取り扱う理由がないことから、

同年度の陸上風力発電（新設）の想定値と同じ値を採用している。 

 このため、リプレース区分の 2021 年度の取扱いについては、陸上風力

発電（新設）の 2021 年度の取扱いと合わせて検討することとした。な

お、今後具体的な案件の定期報告データが収集されれば、コストの実態

を検証していく必要がある。 

（3） 洋上風力発電 

 資本費の定期報告データは１件、201 万円/kW（想定値は 56.5 万円/kW）

であり、運転維持費の定期報告データはまだ得られていない。 

 昨年度の委員会において、一般海域の海域利用ルールの適用を受けない

着床式洋上風力発電の 2020 年度の取扱いは、一般海域の海域利用ルー

ルの整備状況や洋上風力の認定状況も踏まえて、今後の委員会において、

入札制への移行可能性も含め、改めて議論することとされた。 

 一般海域の海域利用ルールについては、2018年 11月 30 日に「海洋再生

可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」

が国会において成立し、同年 12 月７日に公布されたところ。今後、同

法に基づく一般海域の海域利用ルールが整備されることとなる。 

 また、2018年３月末時点の洋上風力発電の FIT認定量は 4,390kW（２件）、

導入量は 1,990kW（１件）であるが、一般海域を中心に 500万 kW程度の

環境アセスメント手続中案件が存在する。 

 一般海域の海域利用ルールに基づき大量の計画中の案件が導入される

場合、その競争環境がルール適用外の案件にも波及し、コスト低減が進

む可能性がある。したがって、同法に基づく一般海域の海域利用ルール

が具体化し、現在よりも競争環境の波及状況が予見できるようになる可

能性が高い来年度の委員会で、入札制への移行可能性も含め、一般海域

の海域利用ルールの適用を受けない着床式洋上風力発電の 2020 年度の
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取扱いを改めて議論することとし、今年度の委員会では決定しないこと

とした。 

 また、浮体式洋上風力発電については、現在では世界的にまだ実証段階

にあるものの、一部では商用化に向けた取組が進みつつあり、世界でも

急速にコストダウンが進む可能性がある。また、風車やタワーには着床

式洋上風力発電と共通の箇所も一定程度存在し、国内でも、一般海域の

海域利用ルールの整備が進む中で、着床式洋上風力発電の競争環境が浮

体式洋上風力発電にも波及し、コスト低減が進む可能性があるため、今

年度の委員会では 2021年度の取扱いを決定しないこととした。 
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3．地熱発電 

（1） 現状と価格目標 

 地熱発電については、エネルギーミックス（140～155 万 kW）の水準に

対して、FIT 制度開始前の導入量と 2018年３月末時点の FIT認定量を合

わせたものは 60万 kW、導入量は 54万 kWとなっている（参考 48）。 

【参考 48】地熱発電の FIT認定量と導入量 

 最新の調達価格は、2020 年度の 15,000kW 以上が 26 円/kWh、2020 年度

の 15,000kW未満が 40円/kWhであり、海外との比較は参考 49のとおり。 

【参考 49】地熱発電(30,000kW)の各国の価格 
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 また、価格目標として、大規模案件の開発を円滑化しつつ、リスク低減

及びコスト低減を図り、FIT制度からの中長期的な自立化を目指すこと

が掲げられている。 

（2） 15,000kW 未満及び 15,000kW 以上（リプレース区分含む） 

 15,000kW 未満の資本費の定期報告データは 45 件、運転維持費の定期報

告データは 19 件。いずれも現時点で提出されている定期報告データは

全て 7,500kW 未満の案件であった。資本費の平均値は 170 万円/kW、中

央値は 168 万円/kW となり、想定値（123 万円/kW）を上回った。また、

運転維持費の平均値は 10.8 万円/kW/年、中央値は 8.9 万円/kW/年とな

り、想定値（4.8万円/kW/年）を上回った。（参考 50） 

 このうち、中規模（1,000kW 以上 7,500kW 未満）案件の平均値では、資

本費は 88 万円/kW で想定値（123 万円/kW）を大きく下回り、設備利用

率は 81％で想定値（75％）を上回っており、効率的に事業が実施できて

いることが確認された（参考 51）。 

【参考 50】地熱発電（15,000kW未満）の資本費と運転維持費 

【参考 51】地熱発電の規模別のコスト動向 
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 15,000kW以上及びリプレース区分については、現時点で定期報告データ

が得られていない。 

 本委員会での業界団体ヒアリングを踏まえると、向こう１年間で調達価

格等の設定時に想定していた規模（15,000kW 未満区分＝7,000kW、

15,000kW以上区分＝30,000kW）の発電所が運転開始する見込みであるこ

とから、これらの発電所のコストデータ等も踏まえつつ、国民負担の抑

制に配慮しつつ導入拡大を図るための地熱発電全体の調達価格等の設

定の在り方について、FIT 制度外での事業環境整備と合わせて検討して

いくことが必要である。 

 以上の点を踏まえつつ、事業者の予見可能性に配慮し、地熱発電の全区

分で 2021 年度の想定値は据え置くこととした。 
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4．中小水力発電 

（1） 現状と価格目標 

 中小水力発電については、エネルギーミックス（1,090～1,170 万 kW）

の水準に対して、FIT制度開始前の導入量と 2018年３月末時点の FIT認

定量を合わせたものは 990 万 kW、導入量は 970 万 kW となっている（参

考 52）。 

【参考 52】中小水力発電の FIT認定量と導入量 

 最新の調達価格は、2020年度の 200kW以上 1,000kW未満が 29円/kWhな

どであり、海外の買取価格と比べて高い（参考 53）。 

【参考 53】中小水力発電の各国の価格 
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 また、価格目標として、新規地点の開発を促進するとともに、技術開発

による更なるコスト低減を図り、FIT制度からの中長期的な自立化を目

指すことが掲げられている。 

（2） 200kW未満及び 200kW以上 1,000kW 未満 

① 資本費 

 資本費の定期報告データは FIT制度開始後に運転開始した案件に限られ

るが、中小水力発電は FIT制度開始前から運転している案件が多数存在

することから、例年どおり、FIT 制度開始前に運転開始した案件に対し

て別途コストデータの調査を行った結果を加えて分析を行っている。

（1,000kW 以上 5,000kW未満、5,000kW以上 30,000kW未満及び既設導水

路活用型の各区分においても同様の分析としている。） 

 200kW 未満の資本費のコストデータは 307 件。既設導水路活用型に相当

する案件を除くと（294 件）、平均値は 300 万円/kW、中央値は 228 万円

/kWとなる。100kW未満及び 300万円/kW以上の高額案件を除くと、平均

値は 161万円/kW、中央値は 152万円/kWとなるが、想定値（100万円/kW）

を上回っており、分散が大きい。 

 200kW 以上 1,000kW 未満の資本費のコストデータは 131 件。既設導水路

活用型に相当する案件を除くと（102 件）、平均値は 127 万円/kW、中央

値は 96 万円/kW となる。300 万円/kW 以上の高額案件を除くと、平均値

は 109 万円/kW、中央値は 94 万円/kW となるが、想定値（80 万円/kW）

を上回っており、分散が大きい。（参考 54） 

【参考 54】200kW未満及び 200kW以上 1,000kW未満の資本費 

② 運転維持費 

 200kW未満の運転維持費のコストデータは 234件。平均値は 4.9万円/kW/
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年、中央値は 3.1 万円/kW/年となり、想定値（7.5 万円/kW/年）を下回

るが、想定値より高い案件も一定数存在する。 

 200kW 以上 1,000kW 未満の運転維持費のコストデータは 120 件。平均値

は 2.3 万円/kW/年、中央値は 1.7 万円/kW/年となり、想定値（6.9 万円

/kW/年）を下回るが、想定値より高い案件も一定数存在する。（参考 55） 

【参考 55】200kW未満及び 200kW以上 1,000kW未満の運転維持費 

③ まとめ 

 200kW 未満及び 200kW 以上 1,000kW 未満のいずれの区分ついても、資本

費は想定値を上回るが、運転維持費は想定値を下回るといった傾向を踏

まえ、資本費及び運転維持費について、2021年度は想定値を据え置くこ

ととした。 

 その上で、コストデータの分散が大きいことから、現行の想定値の範囲

で効率的な地点・案件を推進しながら導入を進めていくという観点に留

意しつつ、今後のコスト動向を注視する必要がある。 

（3） 1,000kW以上 5,000kW 未満及び 5,000kW 以上 30,000kW 未満 

① 資本費 

 1,000kW以上 5,000kW未満の資本費のコストデータは 64 件。既設導水路

活用型に相当する案件を除くと（38件）、平均値は 226 万円/kW、中央値

は 87 万円/kW となる。300 万円/kW 以上の高額案件を除くと、平均値は

91 万円/kW、中央値は 85 万円/kW となり、想定値（93 万円/kW）と同水

準となる。 
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 5,000kW以上 30,000kW未満の資本費のコストデータは 26 件。既設導水

路活用型に相当する案件を除くと（10件）、平均値は 159 万円/kW、中央

値は 47万円/kWとなる。300万円/kW以上の高額案件を除くと、平均値

は 58万円/kW、中央値は 42万円/kWとなり、想定値（69 万円/kW）と同

水準となる。（参考 56） 

【参考 56】1,000kW以上 5,000kW未満及び 5,000kW以上 30,000kW未満の資本費 

② 運転維持費 

 1,000kW以上 5,000kW未満の運転維持費のコストデータは 57件。平均値

は 1.5万円/kW/年、中央値は 1.3万円/kW/年となり、想定値（0.95 万円

/kW/年）をやや上回るが、分散が大きい。 

 5,000kW 以上 30,000kW 未満の運転維持費のコストデータは 22 件。平均

値は 1.0万円/kW/年、中央値は 0.9万円/kW/年となり、想定値（0.95万

円/kW/年）と同水準となる。（参考 57） 

【参考 57】1,000kW以上 5,000kW未満及び 5,000kW以上 30,000kW未満の運転維持費 

③ まとめ 

 以上のコストデータを踏まえ、1,000kW 以上 5,000kW 未満及び 5,000kW
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以上 30,000kW 未満のいずれの区分についても、資本費及び運転維持費

について、2021年度は想定値を据え置くこととした。その上で、1,000kW

以上 5,000kW 未満の運転維持費については、実績が想定値をやや上回っ

ているが、コストデータの分散が大きいことから、現行の想定値の範囲

で効率的な地点・案件を推進しながら導入を進めていくという観点に留

意しつつ、今後のコスト動向を注視する必要がある。 

（4） 既設導水路活用型 

 200kW 未満の資本費のコストデータは 12 件。平均値は 148 万円/kW、中

央値は 166 万円/kWとなり、想定値（50万円/kW）を上回る。 

 200kW 以上 1,000kW 未満の資本費のコストデータは 29 件。平均値は 80

万円/kW、中央値は 72万円/kWとなり、想定値（40万円/kW）を上回る。 

 1,000kW 以上 5,000kW 未満の資本費のコストデータは 26 件。平均値は

35 万円/kW、中央値は 36 万円/kW となり、想定値（46.5 万円/kW）を下

回る。 

 5,000kW 以上 30,000kW 未満の資本費のコストデータは 16 件。平均値は

25 万円/kW、中央値 22 万円/kW となり、想定値（34.5 万円/kW）を下回

る。なお、上記のデータについては、いずれの区分についても 300万円

/kW以上の高額案件を除いたデータである。（参考 58） 

【参考 58】既設導水路活用型の資本費 

 既設導水路活用型の資本費については、まだ得られているコストデータ

が少ないことから、引き続きコスト動向を注視し、今後得られたコスト
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データも踏まえて支援の在り方を中長期的に検討することとしつつ、

2021年度は想定値を据え置くこととした。 
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5．バイオマス発電 

（1） 現状と価格目標 

 バイオマス発電については、エネルギーミックス（602～728 万 kW）の

水準に対して、FIT制度開始前の導入量と 2018年３月末時点の FIT認定

量を合わせたものは 1,070 万 kW、導入量は 360 万 kW となっている（参

考 59）。2016 年度から 2017 年度にかけて、輸入材を中心とした大規模

一般木材等（バイオマス液体燃料を含む。）の FIT認定量が急増した。 

【参考 59】バイオマス発電の FIT認定量と導入量 

 最新の調達価格は、2018年度の一般木材等（10,000kW未満）が 24円/kWh

などであり、一般木材等（10,000kW以上）とバイオマス液体燃料（全規

模）については、2018 年度より入札制に移行している。日本の調達価格

は、海外と比べて高い。（参考 60） 
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【参考 60】バイオマス発電（一般木材等（5,000kW））の各国の価格 

 また、価格目標として、関連施策との連携を進めながら、FIT制度から

の中長期的な自立化を目指すことが掲げられている。 

（2） 新規燃料の取扱い（Ｐ） 

 2018年4月以降に認定する一般木材等区分及びバイオマス液体燃料区分

において用いることのできる燃料は、それぞれ一般木材・PKS・パーム

トランク及びパーム油に限定している。 

 こうした中で、本委員会での業界団体ヒアリングにおいては、業界団体

からこうした区分において新規燃料を利用したいとの要望があった（参

考 61）。これらの新規燃料を用いたバイオマス発電を FIT 制度の対象と

するか、FIT 制度の対象とする場合にどの区分で買い取るか、コスト動

向及び燃料の安定調達（量・持続可能性（合法性））の観点から検討を

行った。 
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【参考 61】業界団体から要望のあった新規燃料 

 検討に当たり、業界団体から要望のあった新規燃料は海外からの輸入を

行うものが多かったことから、まず、海外から輸入を行う燃料を中心と

した新規燃料の考え方について、次のとおり整理を行った。 

 エネルギー基本計画においては、エネルギー政策の基本的視点として、

安全性（Safety）を前提とした上で、（ⅰ）エネルギーの安定供給（Energy 

Security）を第一とし、（ⅱ）経済効率性の向上（Economic Efficiency）

による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に（ⅲ）環境

（Environment）への適合を図るため、最大限の取組を行うことが掲げ

られている（３Ｅ＋Ｓ）。バイオマス発電の新規燃料については、３Ｅ

＋Ｓの観点から、以下のように考えることができる。 

 バイオマス発電に利用できる燃料が多様化することで燃料調達に係

るリスクが相対的に低減し、（ⅰ）エネルギー安定供給に資する。 

 現時点での発電コストは高いものの、様々な燃料間のコスト競争が

行われることで、FIT 制度からの自立化を見据えたコストダウンが

進展すれば、（ⅱ）経済効率性の向上にも繋がる。 

 適切に持続可能性が確認される前提で導入が進めば、（ⅲ）環境への

適合も図られる。 

 また、エネルギー基本計画においては、 

 バイオマス発電の「政策の方向性」として、安定的に発電を行うこ

とが可能な電源となりうる、地域活性化にも資するエネルギー源と

されており、 
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 バイオマス発電の「主力電源化に向けた取組」として、地域での農

林業と合わせた多面的な推進を目指していくこととされている。 

新規燃料の取扱いについても、こうした指針との整合性を図る必要があ

る。 

 さらに、再生可能エネルギーを主力電源化していくためには、発電コス

トの低減に加えて、発電が長期安定的に行われることが重要であるが、

国内の木材の供給量は季節による変動が相対的に大きいという実態を

踏まえれば、より安定的にバイオマス発電を実施するためには、海外の

木材や PKS 等及び一定の新規燃料の活用が必要という考え方もある。 

 なお、新規燃料のうち海外からの輸入を行うものの取扱いについては、

内外無差別の原則（内国民待遇義務）を含む国際的な通商取引・投資の

ルールに基づく必要がある。 

① コスト動向 

 新規燃料について、発電設備自体は既存燃料と同様であるため、燃料費

に着目してコスト動向を分析することとし、事務局が業界団体にヒアリ

ングを行った結果は参考 62のとおり。 

 固体の新規燃料は、概ね現行の一般木材等区分で想定されているペレッ

トとチップの実績値（定期報告データ）の間の水準であった。また、液

体の新規燃料は、現行のバイオマス液体燃料区分で想定されているパー

ム油の実績値（定期報告データ）と概ね同水準（±20%程度）であった。 

【参考 62】新規燃料のコスト動向 
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② 燃料の安定調達（量・持続可能性（合法性）） 

 FIT 制度では、バイオマス燃料の安定的な調達が見込まれることが認定

基準となっており、新規燃料を FIT 制度の対象として認める場合には、

認定時に燃料の安定調達（量・持続可能性（合法性））について確認を

行う必要がある。業界団体から要望のあった新規燃料については、以下

の確認を行うことを前提とする必要がある。 

１）量的な安定供給 

 量的な安定調達について、一般木材等区分及びバイオマス液体燃料区分

では、FIT 認定量の急増を踏まえ、国内商社等との安定調達契約書等だ

けでなく、現地燃料調達者等との安定調達契約書等を確認することとし

ている。 

 新規燃料についても、個別の安定調達契約書等により、燃料を量的に安

定調達する見込みを確認できると考えられることから、新規燃料を FIT

制度の対象として認める場合、既存燃料と同様、認定時に現地燃料調達

者等との安定調達契約書等を確認することとした。 

２）持続可能性（合法性） 

 現在の FIT 制度では、燃料として一般木材及びパーム油を用いるものに

ついては、国内燃料は森林法等に基づいて持続可能性の確認を行い、輸

入燃料は第三者認証により持続可能性を確認している。他方、PKS 及び

パームトランクを用いるものについては、現時点では持続可能性の確認

を行うことが難しく、確認を行っていない。 

 新規燃料については、欧州での取扱いも参考に、参考 63 のとおり、主

産物（当該燃料より付加価値の高い製品が産出されないもの）とそれ以

外の副産物に分類することとした。（なお、主産物か副産物か明確でな

いものは主産物とみなして取り扱うこととした。）その上で、 

 主産物は一般木材及びパーム油と同様に持続可能性の確認を行うこ

ととし、 

 副産物は PKS 及びパームトランクと同様に取り扱うこととし、さら

に、現時点では持続可能性の確認を行っていない PKS 及びパームト

ランクを含めて、今後は、副産物も既認定案件も含めて持続可能性

の確認を行うこととした。 
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 また、持続可能性の確認方法については、総合資源エネルギー調査会の

下に検討の場を設けて、①主産物については、個々の燃料ごとに RSPO

と同等の持続可能性をどのように確認するか、②副産物については、現

時点では持続可能性の確認を行っていない PKS及びパームトランクを含

めて、持続可能性をどのように確認するか、といった点に関して、食料

との競合の観点も含めて、専門的・技術的に検討することとした（詳細

は 59ページ以降を参照。）。 

【参考 63】主産物と副産物の分類 

③ まとめ 

 以上の点を踏まえ、新規燃料については、 

 現時点では持続可能性を確認していない副産物も含めて、持続可能

性に関する専門的・技術的な検討において持続可能性の確認方法が

決定されたもののみを FIT制度の対象とし、 

 さらに、持続可能性に関する専門的・技術的な検討の結果、コスト

（燃料費等）が現時点の水準から大きく変化する可能性も考えられ

ることから、こうした検討の結果を踏まえ、現行の区分で買取りを

行うかどうかといった点も含めて、本委員会で取扱いを検討する（※）

こととした。 

（※）事業計画策定ガイドラインにおいて、調達期間（20 年間）終了後
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も、バイオマス燃料を安定的に調達することでバイオマス発電事

業を継続するように努めることが求められていることを踏まえれ

ば、調達期間中のみならず、調達期間終了後にわたって、燃料の

安定調達が可能なコスト水準となり得る燃料かどうか、持続可能

性に関する検討の結果を踏まえて確認する必要がある。 

④ 主産物・副産物を原料とするメタン発酵バイオガス発電の考え方 

 新規燃料を主産物と副産物に分類して検討する中で、バイオマス発電の

類型として、主産物・副産物を原料とするメタン発酵バイオガス発電が

考えられることが明らかとなった。 

 メタン発酵バイオガス発電区分（調達価格：39円/kWh）については、廃

棄物（下水汚泥、食品残さ、家畜糞尿等）を原料とすることを想定して

調達価格等の設定を行っており、主産物や副産物をメタン発酵によりガ

ス化させたものを燃料として発電を行うことは、調達価格等の設定時に

想定していない。 

 こうした類型については、直接燃焼が可能な原料をガス化することで社

会的なトータルコストが増加し、その増加分を高い調達価格で買い取る

ことにより国民負担が増大することや、主産物や副産物を原料とする場

合、廃棄物と異なる燃料費を要することから、FIT 制度からの自立化が

より難しいことを踏まえて、具体的な事業計画に基づく詳細なコストデ

ータが得られるまでの当面の間、FIT 制度の新規認定を行わないことと

した。 

（3） 持続可能性基準 

① RSPO以外の持続可能性基準 

 FIT 制度では燃料の安定調達を確保するため、国内燃料は森林法等に基

づいて持続可能性の確認を行い、輸入燃料は第三者認証により持続可能

性を確認している。特に、バイオマス液体燃料については、RSPOなどの

第三者認証によって持続可能性の確認を行うこととし、より実効的な確

認を行うため、認証燃料が非認証燃料と完全に分離されたかたちで輸送

等されたことを証明するサプライチェーン認証まで求めている。 

 RSPO 以外の持続可能性基準について、RSPO と同等であると決定するた

めには、事業計画策定ガイドラインで掲げているとおり、（ⅰ）環境・

社会への影響や労働の評価が含まれる、（ⅱ）非認証油と混合すること
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なく分別管理されているといった観点が満たされているか確認を行っ

ていく必要がある。 

 こうした中で、今年度の本委員会での業界団体ヒアリングにおいて多く

の種類の新規燃料が要望されていることから、パーム油限定の基準では

なく、多様な燃料に対応することができる様々な基準の検討が必要とな

っており、さらに専門的・技術的な議論が求められる状況となっている。

また、RSPO 以外の持続可能性基準については、 

 それぞれの基準が持続可能性の確認に十分かといった点に関する評

価が有識者の中でも分かれている 

 同一の評価項目であっても、それぞれの基準で詳細な評価方法が異

なる 

 一部の基準は制度設計を進めている途上にあり、現段階ではその基

準の評価が難しい 

といった点にも留意する必要がある。 

 このため、今年度の委員会では、有識者ヒアリングの結果を踏まえて、

参考 64 の表のとおり、基準に少なくとも含まれなければならない評価

項目等をさらに具体化した上で、食料との競合の観点を含めて、詳細の

検討は総合資源エネルギー調査会の下に検討の場を設けて専門的・技術

的に行うこととし、この場において、副産物に関する持続可能性の確認

方法の検討を行うとともに、パーム油以外も含めた主産物に対する個別

の持続可能性基準が RSPOと同等と認められるか決定することとした。 

【参考 64】持続可能性基準に少なくとも含まなければならない評価基準等 

② 持続可能性に係る確認の更なる経過措置 

 バイオマス液体燃料についての第三者認証による持続可能性の確認は、

既認定案件については、施行日（2018 年４月１日）より１年間に限り、

経過措置として RSPO などの第三者認証の取得が猶予されている。こう

した中で、本委員会での業界団体ヒアリングで、業界団体からは、既認



 

62 

定案件は経過措置満了期限（2019 年３月末）までに RSPO などの第三者

認証を取得することが難しく、ISPOや MSPOが RSPOと同等のものとして

取引可能となるまでの間は猶予期間を設けるよう要望がなされた。 

 昨年度の本委員会でも議論したとおり、FIT認定量が急増している中で、

認定基準として求められている燃料の安定調達を確保するためには持

続可能性の確認が重要であることを踏まえると、更なる経過措置を設け

ることについては極めて慎重に考える必要がある。 

 他方で、本委員会での業界団体ヒアリングを踏まえると、長期の燃料調

達契約が締結されている中で、燃料調達先を切り替える場合には多額の

違約金が発生し得ることや、現行の契約先に RSPO などの認証の取得を

迫ることが契約上困難であるといった懸念もある。 

 こうした懸念も踏まえ、事業者の予見可能性に配慮し、以下のとおり更

なる経過措置を設定することとした（参考 65）。 

 2018年 12月 19日時点で運転開始済のものについては、昨年度の本

委員会の意見を取りまとめた日（2018年２月７日）までに発電設備

の発注及びバイオマス燃料に関する現地燃料調達者等との安定調達

契約書等の締結をいずれも済ませている案件に更に限定した上で、

持続可能性の確保に関する事業者の自主的取組（※）を前提に、2021

年３月末までの経過措置（RSPOなどの持続可能性基準の取得の猶予）

を認める《経過措置１》。 

（※）取組の内容及び燃料調達元の農園の情報を自社のホームペー 

   ジ等で情報開示すること。 

 2018年 12月 19日時点で運転開始前のものについては、運転開始し

ない案件に更に限定した上で、持続可能性の確保に関する事業者の

自主的取組（※）を前提に、 2021 年３月末までの経過措置（RSPO

などの持続可能性基準の取得の猶予）を認める《経過措置２》。 

（※）取組の内容及び燃料調達元としようとする農園の情報を自社 

   のホームページ等で情報開示すること。 
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【参考 65】持続可能性に係る確認の経過措置 

（4） 入札対象範囲 

 2018 年度の入札対象範囲については、昨年度の本委員会において、FIT

認定量及び導入量を踏まえた競争環境の成立状況に基づき、 

 一般木材等については、①5,000kW 以上で十分な FIT 認定量及び認

定件数を有し、②20,000kW以上で発電効率が高くコスト低減のポテ

ンシャルが大きい中で、エネルギー基本計画においても地域分散型

エネルギーとなりうる小規模案件への配慮が掲げられていることを

踏まえ、10,000kW以上を入札対象範囲とし、 

 バイオマス液体燃料については、FIT認定量については 50,000kW程

度の案件が多く存在するものの、2,000kW 未満の比較的な小規模な

案件でも十分な FIT 認定件数が存在することから、全規模を入札対

象範囲とした。 

 2017 年 10 月以降の FIT 認定量及び認定件数を分析すると、一般木材等

とバイオマス液体燃料のいずれについても、その傾向に大きな変化はな

いこと（参考 66）から、2019年度についても引き続き、 

 一般木材等については 10,000kW以上 

 バイオマス液体燃料については全規模とすることとした。 
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【参考 66】一般木材等・バイオマス液体燃料の規模別 FIT認定量・導入量 

（5） 木質等バイオマス発電 

 木質等バイオマス発電（未利用材、一般木材等、建設資材廃棄物の各区分を

まとめた総称）では、各区分で資本費・運転維持費について共通の想定値を

置いている箇所がある。そこで、共通の想定値を置いている区分は一体とし

てコストデータの検証を行い、ここでは、入札対象範囲外の一般木材等の

2019年度の想定値及び未利用材・建設資材廃棄物の 2021年度の想定値を検

討することとした。なお、ここでは、調達価格等の設定時の想定を踏まえ、

バイオマス専焼案件を抽出して分析している。 

① 資本費 

 資本費の定期報告データ（未利用材（2,000kW未満）及び建築資材廃棄

物以外）は 54件。平均値は 45.4万円/kW、中央値は 45.0 万円/kWとな

り、想定値（41万円/kW）とほぼ同水準となる（参考 67）。 
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【参考 67】木質等バイオマス発電の資本費 

 未利用材（2,000kW未満）の資本費の定期報告データは 19件。平均値は

140.9 万円/kW、中央値は 126.8 万円/kW となり、想定値（62 万円/kW）

を上回る。また、建築資材廃棄物の資本費の定期報告データは５件。平

均値は 70.0 万円/kW、中央値は 50.9 万円/kW となり、想定値（35 万円

/kW）を上回る。これらの区分については、コストデータが少なく、今

後コスト動向を注視していく必要がある。 

 以上を踏まえ、入札対象範囲外の一般木材等の 2019 年度の想定値及び

未利用材・建設資材廃棄物の 2021年度の想定値は据え置くこととした。 

（※）なお、バイオマス液体燃料の資本費の定期報告データは４件。平

均値は 14.7万円/kW、中央値は 12.5万円/kWであった。 

② 運転維持費 

 運転維持費の定期報告データ（未利用材（2,000kW未満）以外）は 61件。

平均値 5.1 万円/kW/年、中央値 4.4 万円/kW/年となり、想定値（2.7 万

円/kW/年）を上回るが、分散が大きい。コストデータの分散が大きいこ

とから、現行の想定値の範囲で効率的な地点・案件を推進しながら導入

を進めていくという観点に留意しつつ、今後のコスト動向を注視する必

要がある。 

 未利用材（2,000kW未満）の運転維持費の定期報告データは 13件。平均

値 8.8万円/kW/年、中央値 7.1万円/kW/年となり、想定値（6.4万円/kW/

年）を上回るが、コストデータが少なく、今後のデータの注視が必要で

ある。（参考 68） 
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【参考 68】木質等バイオマス発電の運転維持費 

 以上を踏まえ、入札対象範囲外の一般木材等の 2019 年度の想定値及び

未利用材・建設資材廃棄物の 2021年度の想定値は据え置くこととした。 

（※）なお、バイオマス液体燃料の運転維持費の定期報告データは３件。

平均値は 1.1万円/kW/年、中央値は 1.1万円/kW/年であった。 

③ 燃料費 

 未利用材（2,000kW未満）の燃料費の定期報告データは 15件。平均値は

860 円/GJ となり、想定値（900 円/GJ）をやや下回るが、コストデータ

が少なく、今後のデータの注視が必要である。 

 未利用材（2,000kW以上）の燃料費の定期報告データは 72件。平均値は

1,085円/GJ となり、想定値（1,200円/GJ）と概ね同水準である。 

 一般木材等の燃料費の定期報告データは 111 件。平均値は 723 円/GJ と

なり、想定値（750円/GJ）と概ね同水準である。 

 建設資材廃棄物の燃料費の定期報告データは 44件。平均値は 321円/GJ

となり、想定値（200円/GJ）をやや上回る。（参考 69） 

【参考 69】木質等バイオマス発電の燃料費 
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 想定値と若干のずれが見られる燃料種もあるものの、引き続き、一般木

材等の認定量の急増がバイオマス発電全体の燃料市場に与える影響を注

視する必要があるため、入札対象範囲外の一般木材等の 2019年度の想定

値及び未利用材・建設資材廃棄物の 2021年度の想定値は据え置くことと

した。 

（※）なお、バイオマス液体燃料の燃料費の定期報告データは３件。平均

値は 2,270円/GJ、中央値は 2,255円/GJであった。 

（6） 一般廃棄物その他バイオマス発電 

① 資本費 

 資本費の定期報告データは 69 件。平均値は 96.5 万円/kW、中央値 84.9

万円/kWとなり、想定値（31万円/kW）を上回る（参考 70）。 

 現在の想定値は、制度開始当初の本委員会での事業者団体ヒアリングに

基づいて大規模な設備を想定しているため、6,000kW以上の設備（20件）

に限定すると、平均値は 48.1 万円/kW、中央値は 41.3 万円/kW となり、

想定値に近い水準となる。 

【参考 70】一般廃棄物その他バイオマス発電の資本費 

② 運転維持費 

 運転維持費の定期報告データは 207件。平均値は 6.1万円/kW/年、中央

値は 3.9万円/kW/年となり、想定値（2.2万円/kW/年）を上回る（参考

71）。 
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 現在の想定値は、制度開始当初の本委員会での事業者団体ヒアリングに

基づいて大規模な設備を想定しているため、6,000kW以上の設備（97件）

に限定すると、平均値は 3.3万円/kW/年、中央値は 2.8 万円/kW/年とな

り、想定値に近い水準となる。 

【参考 71】一般廃棄物その他バイオマス発電の運転維持費 

③ まとめ 

 資本費、運転維持費のいずれについても、案件の分散が非常に大きいた

め、現行の想定値の範囲で効率的な地点・案件を推進しながら導入を進

めていくという観点から、2021年度は想定値を据え置くこととした。 

（7） メタン発酵バイオガス発電 

① 資本費 

 資本費の定期報告データは 119 件。平均値は 200.9 万円/kW、中央値は

161.9万円/kWであった。このうち 50件が、過去に投資をしたメタン発

酵バイオガス発電に必要な発酵槽（115 万円/kW 相当）を有効利用した

ケースである点を勘案し、こうしたケースの案件に 115 万円/kW を付加

した場合の実質的な資本費は、平均値は 249.0万円/kW、中央値は 216.4

万円/kWとなるが、想定値（392万円/kW）を下回った（参考 72）。 

 現在の想定値は、制度開始当初の本委員会での事業者団体ヒアリングに

基づき小規模な設備（50kW 程度）を想定しているため、50kW 未満の設

備（15 件）に限定すると、実質的な資本費の平均値は 381.3 万円/kW、

中央値は 287.1 万円/kWとなり、平均値は想定値に近い水準となる。 
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【参考 72】メタン発酵ガス発電の資本費 

② 運転維持費 

 運転維持費の定期報告データは 103 件。平均値は 10.7 万円/kW/年、中

央値は 6.1 万円/kW/年となり、想定値（18.4万円/kW/年）を下回った（参

考 73）。 

 現在の想定値は、制度開始当初の本委員会での事業者団体ヒアリングに

基づき小規模な設備（50kW 程度）を想定しているため、50kW 未満の設

備（14 件）に限定すると、運転維持費の平均値は 18.8 万円/kW/年、中

央値は 11.0 万円/kW/年となり、平均値は想定値に近い水準となる。 

【参考 73】メタン発酵ガス発電の運転維持費 

③ まとめ 

 資本費、運転維持費のいずれについても、50kW未満の設備に限定すると

平均値は想定値に近い水準となっているが、認定年度が直近となるにつ

れて設備は大規模化する傾向にあり、例えば 2017 年度認定案件では、

平均規模は 433kW であった（参考 74）。したがって、調達価格等の算定

に当たって想定すべき規模について、今後導入される設備の規模を見極

めつつ、中長期的に検討していく必要がある。 
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【参考 74】メタン発酵バイオガス発電の認定年度別の規模 

 また、委員からの指摘を踏まえ、今年度は原料種別の資本費について分

析を行った結果、家畜糞尿を原料とするものは資本費が高く、下水汚泥

及び食品残さを原料とするものは資本費が低い傾向が確認された。これ

は、原料種によって発酵槽を新設する案件の比率に差があり、家畜糞尿

を原料とする案件では大半が発酵槽を新設する案件であったのに対し、

下水汚泥及び食品残さを原料とする案件では大半が既設の発酵槽を活

用する案件であったことが主な理由だった。 

 この結果を踏まえ、原料種を問わず、①発酵槽を新設する案件、②既存

の発酵槽を活用する案件の資本費をそれぞれ分析すると、①発酵槽を新

設する案件（69 件）の平均値は 262.8 万円/kW、②既存の発酵槽を活用

する案件（50件）の平均値は 115.4万円/kWとなり、資本費に差異が見

られた（参考 75）。 

【参考 75】原料種別のコスト分析・発酵槽新設の有無による資本費の差異 

 以上のデータを踏まえれば、新しく既設発酵槽活用型の区分を設定する

という考え方もある。他方で、 

 昨年度までの委員会では、今後の地域的拡大により費用が増加する
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可能性もあることから想定値を据え置いてきている中で、設置年別

の資本費及び運転維持費を分析したところ、①資本費については、

2018年設置案件ではこれまで続いてきた増加傾向が見られず、②運

転維持費については、2017年度設置案件で急増していることが分か

った（参考 76）が、この直近の傾向が一時的なものであるかは現時

点では分からないこと 

 本委員会での業界団体ヒアリングを踏まえると、現在の IRR の想定

値（１％）は資金調達コスト等を踏まえた実態よりも低く、想定値

よりも低い資本費及び運転維持費で導入することにより資金調達コ

スト等の不足分を補っているケースもあると考えられること 

に留意すると、引き続きコストデータを注視していく必要があるため、

資本費及び運転維持費について、2021年度は想定値を据え置くこととし

た。 

【参考 76】メタン発酵バイオガス発電の設置年別の資本費・運転維持費 

（8） 石炭混焼案件の取扱い 

 石炭混焼案件については、これまで資本費及び運転維持費等のコストデ

ータの収集が十分に進んでおらず、そのコストの検証を行うことが難し

い状況にあった。しかしながら、直近で RPS制度からの移行認定が相次

いだため、FIT 法に基づく報告徴収を行うことにより、一定数のデータ

収集が可能な状況になりつつある。 

 こうした中で、電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会から本委

員会に対して、今後本委員会において FIT制度の下での石炭混焼の取扱

いについて具体的な検討がなされる場合には、容量市場との併用の可能

性も含めた検討を早期に行うよう要請がなされている。 

 石炭混焼案件については、バイオマス専焼案件とコスト構造が異なる可
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能性があるため、こうした要請も契機とし、事業者にコストデータの提

出を求めることによって追加的なデータ収集を行い、その FIT制度上の

取扱いを議論する必要があるとの指摘が本委員会の委員からもあった。 

 このため、今年度の委員会では、FIT 認定時に少しでも石炭を混焼する

事業計画を提出している全事業者（54件、バイオマス比率考慮前出力：

１万～410 万 kW）に対して FIT法に基づく報告徴収を行って得られたコ

ストデータを検証し、石炭混焼案件の取扱いを検討した。 

① 資本費 

 未利用材（2,000kW 未満）については、今回の報告徴収で得られた石炭

混焼データはなかった。 

 未利用材（2,000kW 以上）・一般木材等については、現在の想定値は 41

万円/kWであるが、今回の報告徴収で得られた石炭混焼案件のデータ（29

件）のうち、５万円/kW未満の異常値を除いたもの（22 件）の平均値は

27.0万円/kW となり、想定値を大きく下回った。 

 建設資材廃棄物については、現在の想定値は 35万円/kW であるが、今回

の報告徴収で得られた石炭混焼案件のデータ（13 件）の平均値は 17.6

万円/kWとなり、想定値を大きく下回った。 

 一般廃棄物その他バイオマスについては、現在の想定値は 31万円/kWで

あるが、今回の報告徴収で得られた石炭混焼案件のデータ（４件）の平

均値は 0.5 万円/kWとなり、想定値を大きく下回った。（参考 77） 

【参考 77】石炭混焼案件に対する報告徴収結果（資本費） 

② 運転維持費 

 未利用材（2,000kW 未満）については、今回の報告徴収で得られた石炭
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混焼データはなかった。 

 未利用材（2,000kW以上）・一般木材等・建設資材廃棄物については、現

在の想定値は 2.7万円/kW/年であるが、今回の報告徴収で得られた石炭

混焼案件のデータ（40 件）の平均値は 1.6万円/kW/年となり、想定値を

大きく下回った。 

 一般廃棄物その他バイオマスについては、現在の想定値は 2.2万円/kW/

年であるが、今回の報告徴収で得られた石炭混焼案件のデータ（10 件）

の平均値は 0.5万円/kW/年となり、想定値を大きく下回った。（参考 78） 

【参考 78】石炭混焼案件に対する報告徴収結果（運転維持費） 

③ 燃料費 

 これまでバイオマス発電の燃料費については、投入燃料の熱量当たりの

燃料費を分析してきた。他方で、石炭混焼案件は規模が大きく、大規模

化による発電効率の上昇が見込まれる中で発電効率を適切に評価する

ためには、投入燃料の熱量当たりの燃料費ではなく、売電電力量当たり

の燃料費を分析することが必要となる。このため、今回の報告徴収の結

果については、売電電力量当たりの燃料費を算出することとした。また、

想定値が０円/kWhの「一般廃棄物その他バイオマス」以外の区分につい

ては、燃料費が各区分の調達価格より高いデータは異常値として排除し

た。 

 未利用材（2,000kW 未満）については、今回の報告徴収で得られた石炭

混焼データはなかった。 

 未利用材（2,000kW 以上）については、現在の想定値は 21.1 円/kWh で

あるが、今回の報告徴収で得られた石炭混焼案件のデータ（24件）の平

均値は 13.7 円/kWhとなり、想定値を下回った。 
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 一般木材等については、現在の想定値は 14.0 円/kWh（2017 年度の

20,000kW 以上の想定値は 11.4 円/kWh）であるが、今回の報告徴収で得

られた石炭混焼案件のデータ（36 件）の平均値は 11.5 円/kWh となり、

想定値と概ね同水準であった。 

 建設資材廃棄物については、現在の想定値は 4.1円/kWh であるが、今回

の報告徴収で得られた石炭混焼案件のデータ（14件）の平均値は 5.2円

/kWhとなり、想定値をやや上回った。 

 一般廃棄物その他バイオマスについては、現在の想定値は０円/kWhであ

るが、今回の報告徴収で得られた石炭混焼案件のデータ（28件）の平均

値は 6.5円/kWhとなり、想定値を上回った。（参考 79） 

【参考 79】石炭混焼案件に対する報告徴収結果（燃料費） 

④ まとめ 

 石炭混焼案件（石炭比率が０％より大きい案件）については、以下のと

おり、取り扱うこととした。 

１）一般木材等・未利用材・建設資材廃棄物との混焼 

 一般木材等・未利用材・建設資材廃棄物については、報告徴収で得られ

た資本費、運転維持費は想定値を大きく下回った。また、報告徴収で得

られた燃料費は、一般木材等では想定値と概ね同水準、未利用材では想

定値を下回り、建設資材廃棄物では想定値をやや上回った。（参考 80） 

 このため、まず、入札対象範囲（10,000kW以上）の一般木材等について、

事業に要する費用が異なる中で適正な競争を促すためには、新しく石炭

混焼区分を設定し、バイオマス専焼案件とは別区分で入札を実施するこ

とが必要となる。一方で、現在、一般木材等区分の FIT 認定量が急増し

ており、今後の導入動向を注視すべき状況にあることを踏まえ、新しく

石炭混焼区分を設定するのではなく、2019年度より石炭混焼案件は入札
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制度の対象外とすることとした。また、バイオマス部分について従来の

調達価格を維持したまま石炭部分について容量市場の適用を受けるの

は適切ではないため、2018年度以前に既に認定を受けた案件が容量市場

の適用を受ける場合は FIT制度の対象から外すこととした。 

 さらに、入札対象範囲外（10,000kW未満）の一般木材等・未利用材・建

設資材廃棄物について、 

 2019年度より新しく石炭混焼区分を設けるとともに、既認定案件も含め

容量市場との併用については、当該新区分の調達価格等を適用すること

で認めるという考え方もあり得るが、 

 入札対象の一般木材等と同様に考え、2019年度より FIT 制度の新規認定

対象とならないことを明確化し、2018年度以前に既に認定を受けた案件

が容量市場の適用を受ける場合は FIT 制度の対象から外すこととした。 

【参考 80】石炭混焼案件に対する報告徴収結果（まとめ①） 

２）一般廃棄物その他バイオマスとの混焼 

 一般廃棄物その他バイオマスについては、区分設定時に石炭混焼案件も

想定して調達価格等の算定を行っている。この中で、報告徴収の結果、

資本費及び運転維持費は想定値を大きく下回ったが、燃料費は想定値を

上回った。実際には想定値よりも安い費用で事業を実施できており、FIT

制度から自立して事業を実施すること（FIT 制度からの自立化）が可能

なコスト水準にあると考えられる。（参考 81） 

 このため、この区分で石炭混焼を行うものについては、2021 年度より

FIT制度の新規認定対象から除き、2020年度以前に認定を受けた案件が

容量市場の適用を受ける場合は FIT制度の対象から外すこととした。 
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【参考 81】石炭混焼案件に対する報告徴収結果（まとめ②） 

（※）以上の取扱いは、石炭混焼案件（石炭比率が０％より大きい案件）

に係るものであり、石炭混焼を行っていない案件の取扱いを決定

するものではない。 

 なお、１）２）のいずれについても、既認定案件はこれまで国民負担に

よる導入支援が行われてきたことを踏まえると、今回の取扱いにより、

容量市場の適用を選択し FIT 制度の対象外となる発電事業であっても、

今後も継続してバイオマス燃料を用いた発電事業が行われることが当

然に期待される。また、電力の低炭素化に向けた取組（例：エネルギー

供給構造高度化法に基づく措置、電力業界の自主的取組等）を FIT制度

外で進めることにより、バイオマス燃料を用いた発電事業の継続が促さ

れる仕組みを作っていくことも重要である。 

 

  



 

77 

Ⅳ. 調達価格及び調達期間に関する結論 

 

 以上を踏まえ、平成 31年度以降の調達価格及び調達期間に関する調達価格等

算定委員会の意見を、別添のとおり取りまとめた。 
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Ⅴ．入札制度 

1．入札全体（太陽光発電・バイオマス発電）に共通の事項 

（1） 2018年度の入札結果 

① 太陽光第２回及び太陽光第３回（再掲） 

 2018年度上期には、第２回の入札（募集容量：250MW）を上限価格非公

表として実施した。19件・393MWが参加を申し込み、15 件・334MW が入

札参加資格を得たが、実際の入札件数は９件・197MWであった。2018年

度の入札対象範囲外の調達価格（18円/kWh）より低い価格での入札があ

った（最低入札価格：16.47円/kWh）ものの、全ての事業が上限価格(15.50

円/kWh)を上回ったため、落札者はいなかった。第１回の入札に引き続

き、２回連続で実際の入札容量が募集容量を下回る結果となった。（参

考 82） 

【参考 82】太陽光第２回の入札結果 

 2018 年度下期には、第３回の入札（募集容量：197MW）を上限価格非公

表として実施した。38件・761MWが参加を申し込み、32 件・637MW が入

札参加資格を得て、実際の入札件数は 16 件・307MW であった。16 件の

うち 13件が上限価格（15.50円/kWh）以下で入札を行い、このうち低い

価格で入札したものから順に募集容量（197MW）に達するまでの７件が

落札した。最高落札価格は 15.45円/kWhとなり、上限価格と同じ価格で

入札した事業者は落札できなかった。最低落札価格 14.25 円/kWh・加重

平均落札価格 15.17 円/kWh となりコスト低減効果が確認された。（参考

83） 
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【参考 83】太陽光第３回の入札結果 

② バイオマス第１回 

 10,000kW 以上の一般木材等・全規模のバイオマス液体燃料については、

2018年度より入札制に移行しており、2018年度下期に第１回の入札（募

集容量：一般木材等 180MW、バイオマス液体燃料 20MW）を上限価格非公

表として実施した。 

 一般木材等については、７件・264MWが参加を申し込み、４件・95MWが

入札参加資格を得て、実際の入札件数は１件・35MW（バイオマス比率考

慮後出力）（バイオマス比率考慮前出力：2,000MW）であった。入札価格

は 19.60円/kWhであり、上限価格（20.60 円/kWh）を下回ったため、落

札された。 

 バイオマス液体燃料については、26件・169MWが参加を申し込み、５件・

11MWが入札参加資格を得て、実際の入札件数は１件・２MW（バイオマス

専焼）であった。入札価格は 23.90円/kWhであり、上限価格（20.60円

/kWh）を上回ったため、落札できなかった。（参考 84） 
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【参考 84】バイオマス第１回の入札結果 

（2） 2019年度の実施スケジュール 

 昨年度の委員会では、2018年度の入札実施スケジュールについて、太陽

光は年度の上期と下期にそれぞれ１回、バイオマスは年度の下期に１回

の入札を実施することとし、認定取得期限はいずれの回についても 2019

年３月末とした。 

 2019年度についても、太陽光は年度の上期と下期にそれぞれ１回（第４

回・第５回）、バイオマスは年度の下期に１回（第２回）の入札を実施

し、認定取得期限は 2020年３月末とすることとし、詳細は参考 85のと

おりとした。 

（※）ただし、太陽光については、極めて例外的な場合ではあるが、入

札対象範囲の拡大により、〆切の期日までに入札参加資格の審査

が終わらない事態が生じるおそれがある。こうした事態が生じた

場合には、第４回と第５回の入札を合わせて 2019 年度で１回の入

札とすること（募集容量は第４回と第５回の合計とすることが想

定される）があり得るとした。その上で、事業者の予見可能性を

確保し入札参加者を増やす観点から、本措置は極めて例外的なも

のと位置付けるとともに、本措置を講じようとする場合には、本

措置を講じることの妥当性や募集容量等について、事前に本委員

会での検討を行うことを求める。 
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【参考 85】2019年度の入札実施スケジュール 

（3） 地域公共案件の取扱い 

 第５次エネルギー基本計画において、太陽光発電を含めたエネルギーシ

ステムの分散化はエネルギー供給構造の効率化や非常時のエネルギー

の安定供給確保に資するものであり、地産地消型エネルギーシステムの

普及に向けて、「国、自治体が連携し、先例となるべき優れたエネルギ

ーシステムの構築を後押しする」とこととされている。こうした点を踏

まえれば、FIT 制度においても地域公共案件に対して一定の配慮を行う

ことが考えられる。 

 その配慮の方法としては、例えば、一定の要件を満たした地域公共案件

については、本来入札対象となる規模であっても、特例的に入札対象と

しないといった方法も考えられる。しかしながら、今後入札対象範囲外

についてもより一層効率的な調達価格の設定を行っていく必要がある

といった指摘がある中で、入札対象から除外する方法では十分な配慮と

ならない可能性がある。 

 このため、地域公共案件は地方公共団体の出資等により適正な事業実施

が担保されているという点に着目し、入札対象となる場合にはその保証

金の減免を行うといった配慮の方法が適切と考えられる。 

① 地域公共案件の対象 

 適正な事業実施が担保されている案件に対して保証金の減免を行うと

いう趣旨に鑑みると、地域公共案件の対象については、（ⅰ）当該再エ

ネ発電事業に対する地方公共団体の直接の出資が確認できるもの、又は

（ⅱ）法律に基づいて策定された基準に基づく認定等により地方公共団
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体が強く関与しているものとすることとした。 

 （ⅱ）については、地方公共団体の関与による適正な事業実施を担保す

るため、地方公共団体からの認定等に関して、国から地方公共団体に対

する適切な指導・助言等が可能であることを前提とすることとした。こ

うした前提に照らし、まず 2019年度の入札では、「農林漁業の健全な発

展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律

（農山漁村再エネ法）」に基づいて市町村が認定する案件を対象とする

こととし、その他の対象については、必要に応じて来年度以降の本委員

会で議論して決定することとした。 

② 保証金減免の対象 

 FIT 制度の入札に当たっては、適正な入札実施を担保するため、入札参

加者に対して第１次保証金（500円/kW）を求め、落札者の確実な事業実

施を担保するため、落札者に対して第２次保証金（5,000 円/kW）を求め

ることとしている。 

 ①の要件を満たす地域公共案件については、地方公共団体の関与により、

投機的な入札が行われる可能性が低く、落札後に事業実施に至る蓋然性

も高いことから、第１次保証金、第２次保証金のいずれについても免除

することとした。 

（4） 上限価格の取扱い 

 太陽光第１回は上限価格を予め公表して実施し、太陽光第２回・第３回

及びバイオマス第１回は上限価格を非公表（結果公表後に事後的に公表）

として実施した。 

 本委員会の業界団体ヒアリングにおいては、上限価格を予め公表した場

合のメリットとして、（ⅰ）事業者が入札に参加しやすくなり、事業者

間の競争がより促進される、（ⅱ）上限価格が予め明示されていた方が、

事業者としてコスト削減の努力がしやすいといった点が挙げられた。 

 一方、上限価格を予め公表した場合のデメリットとして、入札価格が上

限価格に張り付くおそれが挙げられる。上限価格を予め公表して実施し

た太陽光第１回（上限価格：21 円/kWh）では、入札した９件中３件が

20円/kWh 以上 21円/kWh以下で入札を行い、実際に上限価格への張付き

が見られた。また、太陽光第３回では、事後的に公開された第２回の上

限価格（15.50円/kWh）に張り付く傾向が見られた。 
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 こうした中で、応札を行う者が増加すれば、事業者間の競争が促進され、

上限価格近傍で入札を行った事業者が落札できる可能性は低くなるた

め、上限価格を予め公表した場合のデメリットは相対的に小さくなる。 

 委員からは、入札参加者を増やすことでコスト競争を進めるという観点

から、2019 年度の入札の上限価格は予め公表した方がよいといった意見

もあったが、入札対象範囲が拡大する中で、まずは競争状況を見極める

必要があることから、 

 太陽光第４回・バイオマス第２回は、まずは上限価格を非公表とし

て実施した上で、 

 太陽光第５回は太陽光第４回の入札結果も踏まえて、応札量が募集

容量を十分に上回ると判断できる場合には、上限価格を予め公表し

て実施することを本委員会において検討することとした。 

（※）上限価格の具体的な額については、今年度同様、入札募集開始ま

でに決定することとした。 

（5） 調達価格の決定方式 

 一昨年度の本委員会では、ドイツの事例を参考としつつ、（ⅰ）応札額

をそのまま調達価格として採用する方式（pay as bid方式）、（ⅱ）最も

高い額で落札した者の応札額を落札者全員の調達価格として採用する

方式（uniform pricing 方式）のいずれが適切か検討し、価格低減効果

の健全化（※）の観点や、事業者の予見可能性向上の観点から、2017年

度及び 2018 年度は pay as bid方式を採用したところ。 

（※）ドイツでは、調達価格の決定方式として uniform pricing 方式を

採用した第２回及び第３回入札において、いずれも１ユーロセン

ト/kWh 以下という極端に安価な入札があった。 

 その後、当時の決定に当たって参考としたドイツにおいても複数回の入

札が行われたが、いずれも pay-as-bid方式での入札が行われている（参

考 86）。 
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【参考 86】ドイツでの太陽光入札の事例 

 日本においても、引き続き、入札実施に当たっては、価格低減効果の健

全化や事業者の予見可能性向上の観点が重要であることから、2019年度

以降についても pay as bid方式で入札を実施することとした。 

（6） 保証金の取扱い 

 現行の入札制度では、保証金の納付を現金で求めているが、一部の事業

者からは、保証金を現金ではなく、金融機関等の第三者による保証を差

し入れることで代替できないか求める声があった。同様に入札を実施し

ているドイツ、フランス、デンマークの例では、いずれも第三者保証を

認めているが、保証主体については外部格付機関等から一定以上の評価

を受けている金融機関等に限定している場合が多かった（参考 87）。 

 したがって、一定の信用力を担保する観点から、指定入札機関が指定す

るいずれかの格付機関から保証書発行時に A 格（A-または A3 以上の格

付を指す。）以上の格付を得ている金融機関によるものであれば、保証

差入れを認めることとした。その際、煩雑な事務手続きを回避するため

に第三者保証の差入れから現金の納付に変更することは認めるものの、

指定入札機関の実務に配慮し、現金の納付から第三者保証の差入れに変

更することは認めないこととした。 

【参考 87】諸外国の入札制度における保証金の在り方 
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2．太陽光発電 

（1） 入札対象範囲（再掲） 

 事業用太陽光発電の入札対象範囲については、将来の入札対象範囲の更

なる拡大を見据えつつ、まずは2019年度の入札対象範囲を「500kW以上」

とすることとした（詳細は 15ページ以降を参照。）。 

（2） 入札量 

 入札の実施に当たっては、事業者間の競争がより進み、コスト低減が促

されるような入札量の設定を行うことが重要である。 

 2017年度の 500kW以上の FIT認定量（実績）を集計すると 742MWであっ

た。また、2018年度前半（４～８月）の FIT認定量に基づいて、年度の

前半と後半の認定量の比率が 2017 年度と同様と機械的に仮定すると、

2018年度の 500kW以上の FIT認定量（試算）は 485MWと計算される。（参

考 88、参考 89） 

【参考 88】FIT認定量の規模別・年度別の推移 
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【参考 89】FIT導入量の規模別・年度別の推移 

 これらを踏まえ、2019 年度の入札量は、 2017 年度の 500kW 以上の FIT

認定量（実績）と 2018 年度の 500kW 以上の FIT 認定量（試算）の平均

値（613MW）を目安として設定するといった考え方もある。 

 他方で、第３回の入札（入札量：197MW（半年分））では、初めて募集容

量を上回る入札（307MW）があったことを踏まえれば、今後新規開発が

増加する可能性も考えられる。 

 さらに、第３回の入札では、①入札参加資格を得られたものの入札しな

かった案件が 330MW存在し、②入札したものの落札できなかった案件が

110MW存在する。こうした事業者が 2019年度の入札に再度参加する可能

性も見据え、2019 年度の入札量は、2017 年度の 500kW 以上の FIT 認定

量（実績）と 2018年度の 500kW以上の FIT認定量（試算）の平均値（613MW）

に、上記①の一部と上記②の全部を加えたものを目安として、750MW と

した。 

 その上で、第２回及び第３回の入札結果を踏まえると、年度の後半に実

施される入札に応札が集中する（第２回入札量：第３回入札量＝197MW：

307MW≒２：３）ことから、競争性を確保するため、 

 第４回（年度上期）の入札量は 300MWとし、 

 第５回（年度下期）の入札量は原則 450MW としつつ、第４回の応札

容量が 300MW を下回った場合には、その下回った容量分を 450MW か

ら差し引いた容量とすることとした。 
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3．バイオマス発電 

（1） 入札対象範囲（再掲） 

 2019 年度の入札対象範囲については、2018 年度に引き続き、一般木材

等は 10,000kW以上、バイオマス液体燃料は全規模とすることとした（詳

細は 63ページ以降を参照。）。 

（2） 入札量 

 入札の実施に当たっては、事業者間の競争がより進み、コスト低減が促

されるような入札量の設定を行うことが重要である。 

 バイオマス発電については、一般木材等・バイオマス液体燃料を中心に、

2016 年度から 2017 年度にかけて FIT 認定量が急増し、その後、一定数

の案件が接続契約を締結できずに失効したが、現時点でもバイオマス全

体で 1,070 万 kW（エネルギーミックス：602～728万 kW）、このうち一般

木材等・バイオマス液体燃料で 740万 kWの FIT認定量が存在している。

本委員会での業界団体ヒアリングを踏まえると、現時点の FIT認定案件

の全てが導入されるとは限らず、少なくとも、全ての 2016 年度認定案

件に設備発注期限（認定日から２年）が到来する 2019 年３月末までの

間、設備発注状況を見極めていく必要がある。 

 また、年度別の FIT 認定量は 2016 年度をピークに減少傾向にある（参

考 90）。さらに、2018年度に実施した第１回の入札で応札した事業者は、

一般木材等区分で１件・35MW、バイオマス液体燃料区分で１件・２MWに

止まった。 

【参考 90】一般木材等・バイオマス液体燃料の年度別 FIT認定量・導入量 

 以上の点を踏まえると、入札の競争性を確保するとともに、一般木材等
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の案件とバイオマス液体燃料の案件を合わせて効率的なものから導入

を推進していく観点から、2019年度のバイオマス発電の入札は一般木材

等区分とバイオマス液体燃料区分を合わせて実施することとした。 

 その上で、業界団体からは入札量の拡大が要望されているものの、①直

近の動向を踏まえれば、2019年度の入札量は第１回の入札量よりも小さ

くすることが適切と考えられること、②現時点の認定案件においても、

１件当たりの出力が 100MWを超える一般木材等の案件（バイオマス専焼）

存在することから、2019年度の入札量は、一般木材等区分とバイオマス

液体燃料区分を合わせて 120MWとすることとした。 


